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４－４ 畜産 

４－４－１ 家畜の現状 

(1) トカンチンス州北部地域の畜産の状況 

1) ブラジル国の農産物として日本では穀類・豆類・果樹等の耕種栽培作物が注目される

場合が多い。しかし、実際には牛肉・豚肉・羊肉・鶏肉・鶏卵やその加工品、そしてモ

ザレラチーズ・ヨーグルト等の牛乳乳製品が現地での食生活において主食・副食・デザ

ートとして多用され、畜産物が大量に消費されている。これらの畜産物利用を支える牧

畜・畜産こそ、豊かな草地等土地資源を有するトカンチンス州農業で最も基幹となって

いる作目である。 

 今般の調査対象となる北部地域（極北部＋北部）においては、特に肉用牛について州

全体の２割の約110万頭が飼養され牧畜の主要部門となっている。このほかにも家畜と

しては、毛・肉用として羊、肉用の豚、役用の馬・ロバ・ラバ、採卵・肉用の鶏等が多

数飼養されている。 

 

表４－４－１ トカンチンス州北部地域の畜産等 (1998年州政府統計)  単位：頭・百羽 

 牛 バッファロー 馬 ロバ ラバ 豚 羊 

州全体 5,441,860 12,943 146,609 53,758 14,862 242,091 2,680,891 
極北部 426,095 0 10,415 4,530 3,363 22,575 286,231 
北 部 683,550 6,936 15,212 7,213 2,328 19,066 532,400 

(割合％) (20) (54) (17) (21) (38) (17) (31) 

 

 山羊 鶏 牛乳 人口(人) 面積(km2) 人口密度 

州全体 17,163 50,023 139,360,615 1,107,803 278,420.7  3.98 
極北部 960 4,394 18,970,675 173,032 15,852.6 10.92 
北 部 1,180 5,777 24,887,250 181,882 21,196.6 8.58 

(割合％) (13) (20) (32) (32) (13) (13) 

 

2) 肉用牛の生産・加工・流通 

北部地域の肉用牛経営を概括すると、アラグアイナ周辺（北部）では大規模牧場が多

く、アラグアチンス周辺（極北部）では中小規模の牧場が多い状況にある（表４－４－

２）。平均値では戸数が多い中小規模の経営の影響で農場１戸当たり頭数はさほど多く

ないものの、アラグアイナ周辺には千頭以上を飼養する大規模牧場経営が散在している。

肉用牛の品種は、ほとんどが肩峰牛（ゼブー）またはその雑種である。 
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　　表４－４－２　トカンチンス州北部地域の肉用牛等飼養農場数・頭数(業務統計)

地域名 農場数(戸) 頭　数 平　均(頭)

トカンチンス州全体 40,975 4,713,346 115.0
アラグアチンス 6,498 372,273 57.3

（割　合） （16％） （8％）
アラグアイナ 4,162 673,085 161.7

（割　合） （10％） （14％）

　北部・極北部の粗放的な管理の放牧地で中小規模の農場によって繁殖・生産された子

牛は、比較的良く管理された肥沃な草地を持つ大規模牧場等に買われ、トラック輸送で

アラグアイナ周辺の農場へ移動しグラスフェッド肥育されている。州内の隣接する畑地

では大豆やトウモロコシ等も生産されているが、こうした肥育用濃厚飼料の原料となり

うる穀物等はほとんどすべてが州外へ移出し加工販売されているため、グラス以外の糟

糠類を含む特別な飼料は給与されていないのが実態である。したがって、肥育出荷され

る牛の月齢は36カ月を超えるものも多く、食肉が固めになる。そこで、肉質が柔らかい

若齢での肥育を奨励するための対策として若齢肥育牛に対し出荷税を半減する奨励措置

が講じられているとのことであった。なお、肥育雄牛の去勢は、日本とは異なりまった

く行われていない。したがって、肉色はかなり深みがかっている。

　肥育された体重約500ｋｇ程度の肉用牛は、アラグアイナ周辺の食肉処理加工場で屠殺

処理され、枝肉または部分肉となって、州内消費用は陸路南方（防疫上の理由からゴイ

アス州以南へは越境できない）へ、州外移出用は陸路北西または北東へ向けて出荷され

ている。屠場設備はかなり衛生的に管理されており、食肉検査も実施されている。毛皮

や角等も重要な畜産物であるが、州内には製品加工場がないため、州外や海外へ移出さ

れているということである。内臓・血液・骨等は工場内でレンダリング処理され飼料用

等に出荷されている。汚水はラグーンで貯留処理して放流しているとのことであった。

　これらの流通について、現在は生体・食肉製品ともトラック輸送のみに頼っているた

め流通コストは非常にかさんでいるので、将来的には鉄道等による輸送コスト低下への

期待が非常に大きい。

3)　その他の牧畜経営

　アラグアイナ周辺には、地元市街消費地の畜産物需要を背景とした酪農や養鶏も発展

しつつある。市場周囲の朝市では、自家生産の食肉・加工品やチーズ等が豊富に販売さ

れていた。

　アラグアチンス等の極北部地域には州外から流入してきた中小規模の農家が多く、経

済的にも農業技術的にも周辺地域に比べて遅れている状況にある。そこで、トカンチン
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ス州政府はこれらの農牧民を対象に、共同での酪農・養鶏を振興して住民栄養の改善と

現金所得確保を図ろうとの試みを行っている。これらの畜産物はまず自給用であるが、

余剰のある場合や現金収入を得る場合には肉用牛と同様にアラグアイナ周辺で加工・販

売されることとなる。トカンチンス州政府は農牧民のグループに対し、乳用牛や雛等の

家畜を導入配布するとともに併せて共同飼養管理施設や製品加工施設をモデル的に建

築し提供している。しかし、現状では将来的な農牧業発展の見通しや計画とは無関係に

施策が実施されており、定着性や効果を見通したり評価したりすることは難しいものと

考えられる。 

4) 草地等飼料資源の状況 

 航空機による上空からの一部地域の視察による類推ではあるが、調査対象地域の東側

のセラード地域、西側の森林地域ともかつての焼畑方式による粗放的開発の影響を散見

することができた。すなわち、土地所有を主張するための無計画な伐採焼払いの後に生

えた草を利用するために肉用牛等を放牧したものの生産力が低いので放棄されたと思

われる低灌木地帯や、集中的な過放牧等が原因となって草地の被覆度合いが異常に低く

なっている場所が認められた。草種の選択、草地の管理、放牧密度、インフラ（取付道

路、水、外柵）等の基本的な事項が全く意識されていないのではないかと感じられた。 

 しかし、調査団が訪問した一部の牧場経営者においては試験研究機関である

EMBRAPAとも協力して適性草種を圃場で試験したり土壌酸度の測定改善を試みる等の

高い技術水準による草地管理が行われているのを現地踏査で確認した。そこでの草地は

日本における優良草地に遜色ない外見を呈しており、地域での技術普及効果はかなり高

いものと期待される。なお、人工造成の草地における牧草生産や耕種作物残滓を保存・

利用した牛の飼養はほとんど認められなかった。乾期対策としては、家畜が侵入しない

よう草地全体を牧柵で囲んで保存する方法が採られていた。また、現状では畜産と耕種

の結びつきが非常に希薄である。 

 

４－４－２ 家畜に対する今後の課題 

 トカンチンス州北部地域においては畜産が盛んであり、今後とも畜産を主体とした農牧業の

発展が見込まれるが、点的な高度技術の存在は認められるものの全体として家畜生産・飼料確

保・畜産物加工・品質改善・物流・経営技術等の一層の改善努力が必要である。そのためには、

我が国の支援による開発調査をとおした詳細な畜産実態の把握・分析と、実現可能な改善指標

の策定並びに普及等が重要であり、その過程における人材育成及び技術移転が同州畜産発展の

ために極めて有効であると考えられる。 

 そして、今後のトカンチンス州北部地域農牧業の発展を図るうえで、畜産分野においては具
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体的に次のような諸課題に取り組んでいく必要があると考えられる。 

 

(1) 牧畜と耕種農業の連携による生産の効率化 

 生産物の多品種化による経営安定、副産物の相互利用、農地の地力保持改善、農畜産物

の品質向上、中小規模農場での労働力の完全利用等の観点から、地域内及び経営内におい

て畜産部門と耕種部門の複合的な連携を図ること。 

 

(2) 需給見通しに基づく計画的な生産拡大 

 豊作貧乏、飢餓出荷等を防ぎ、地元の多様な需要に幅広く応えていくために、国内外に

おける畜産物の需要と供給を綿密に分析したうえで農牧民に対する生産指導や加工流通

対策等を実施すること。 

 

(3) 地域の実態に即した具体的な生産性向上のための指標の設定 

 多年度計画に示されるであろう理想的な技術指標等を逐次達成していく事が可能とな

るよう、北部地域の現状の生産条件に配慮した具体的で達成可能な生産性向上指標を設定

し、その達成を奨励すること(畜産分野では、家畜の繁殖率、１頭当たりの収益性、育成・

肥育期間等)。 

 

(4) 中小規模牧場の経営改善モデルの設定 

 中小規模の家族経営が地域での理想的な生活を実現するのに必要な牧場経営モデルを

策定し、達成目標として奨励すること。ただし、５～10年ごとに内容を見直して常に理想

的なものに更新する必要がある。 

 

(5) 家畜品種の改良、飼養管理技術の改善、適性草種の導入等の技術普及 

 個々の農場では取り組みが難しい牛・馬・羊等の家畜の品種改良や、効率的な放牧方法

や効果的な肥育技術等の家畜飼育技術の改善・導入、土壌条件に適合する牧草品種の育

成・導入等について、現状での優良事例を発掘し中小規模農場へ普及するとともに、新た

な技術改善を奨励すること。 

 

(6) 畜産物の品質向上にむけた格付けの導入 

 現状では生産量の確保に重点がおかれているが、将来を見通して品質の優秀な畜産物及

び畜産加工品が沢山生産されるようにするためには、様々な部分で品質格付検査体制の導

入が必要である。これらを農牧業の発展水準に対応して逐次導入していくこと。 
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(7) 原料・製品の流通システムの効率化及び低コスト化 

 農牧民による畜産物生産の拡大に応じた家畜生体、中間加工品、畜産製品の輸送・保管

等流通体系を整備するとともに、生産資材の安定的確保を図ることができるような低コス

ト流通システムを構築すること。 

 

４－４－３ 家畜衛生の現状 

(1) 家畜は、本来、伝染病のない健康な環境条件の下で飼養されているのが理想である。し

かし、開発途上の一部地域においては潜在的あるいは人為的な理由から法律で定められた

危険水準（伝染性が強い、致死性が高い、人畜共通である等）の高い家畜伝染病が潜伏し

発生していることがある。この法定伝染病に侵された農場の家畜は、発見後すみやかに蔓

延を防止するため屠殺され埋却、または焼却されるが、病気にかかった個体だけでなく周

りの家畜や畜産物も出荷し利用することは許されない。また、伝染病が発生した地域の周

辺の家畜・畜産物は汚染の疑いのあるものとして、病畜と同様に流通させることが出来な

い。このことについては既に国際的なルールが確立されているし、ブラジル国内において

も法律が定められている。 

 したがって、畜産物を外部に販売しようとする場合、量及び品質の水準を議論する以前

の課題として伝染病等の汚染の有無が重要な基本的要素となる。したがって、前回のトカ

ンチンス州全体を対象とした開発調査の計画においても、家畜衛生関係では伝染病フリー

ゾーン化が最重要課題として強調されたところである。 

 

(2) ブラジルは国際的な法定伝染病の一つである口蹄疫の汚染国であり、この伝染病につい

て清浄な国や地域は基本的に家畜・畜産物の輸入や移入を拒否している状況にある。そこ

で、連邦政府は国内各州を汚染水準に応じてゾーニングし、南の地域から北に向けて逐次

この伝染病の撲滅を達成するべく州政府と協力して防疫活動を行っている (図４－４－

１)。 

 現在、トカンチンス州は最も疾病撲滅が困難とされる熱帯地域のアマゾナス州、パラ州

等と同じ区域に分類されている。これは、現在の防疫ゾーン策定時において、トカンチン

ス州では予防接種に必要なワクチン等関連資材を調達準備できる見込みがまったく立たず

トカンチンス州政府においても獣医師や技術者を養成確保できなかったため行政組織的に

も家畜・畜産物の検査等を行うのに必要な防疫体制がまったく整っていなかったためであ

る。 
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図４－４－２ トカンチンス州の防疫体制 (1998年設立ADAPEC) 

 

４－４－４ 家畜衛生に対する今後の課題 

 家畜衛生関係では、今後、次のような課題に取り組んでいく必要がある。 

(1) 口蹄疫以外の疾病状況の把握と治療・撲滅体制の確立 

現状では口蹄疫に目標を絞って疾病の撲滅対策が採られているが、法定伝染病としては

直接に家畜の生産性を低下させるブルセラ等も早急に撲滅を図るべきである。北部地域は

畜産開発の揺籃期にあるため、引き続き獣医師等の養成確保を行い家畜の診療や治療のシ

ステムを確立していくこと。 

 

(2) 2000年のゾーニング見直しへの対応 

現在の防疫ゾーンは2000年に連邦政府による見直しが行われることになっている。アマ

ゾナス州、パラ州等は2005年を目標に口蹄疫の撲滅を図ることとされているものの、実態

は数年前のトカンチンス州と同様に家畜防疫体制がまったく整備されていない状況にあ

るとのことなので、早急に体制整備を拡充したうえで10年前にトカンチンス州が属してい

たゴイアス州や経済的な交流のあるマットグロッソ州等の区域に区分替えしてもらえる

よう連邦政府に強く働きかけるべきであること。 
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 (3) 流通対象地域の拡大に対応した防疫体制の強化 

 開発調査による発展計画による家畜及び畜産物等の移出・移入地域の拡大に十分対応し

た伝染病等の防疫体制を検討し、畜産関連施設（市場、集荷場、屠殺処理場、製品加工場

等）の増加等にも耐えられる防疫体制の強化を図ること。この北部地域は、地理的にみる

とトカンチンス川とアラグアイナ川の合流点を頂点とした楔形をしており北東のマラニ

ョン州と北西のパラ州に食い込んだようになっていて、将来的には両州隣接地域の交易交

流点となる可能性もある。その際には家畜伝染病も併せて持ち込まれる可能性が生じるこ

とから、現時点から地道な検討を重ね対策を講じていくことが大切である。このトカンチ

ンス州北部地域の家畜防疫体制の確立は、ブラジル全体の家畜防疫体制にとって極めて重

要な意義を持つものと考えられる。 

 

４－５ 農業基盤 

 ４－５－１ 自然状況の概要 

(1) 気温 

 年間平均気温は北部のイタグアチンスで年間を通じてほぼ26～27℃程度となっている。

なお同所での平均最高気温は31～34℃程度、平均最低気温は20～22℃程度となっている。 

 

(2) 降水量 

1) 州内の降雨量はパラ州との境界である州中西部地域では年間2,100mmを超えており比

較的降水量は多い一方で、ゴイアス州に接した州南東部では1,300mm以下の降水量とな

っている。一般にアラグアイナ川流域では雨量が多く、トカンチンス川流域は比較的少

ない。北部地域での降水量は1,400～1,500mmである。 

2) 10月から４月の乾期と、５月から９月の雨期とは明確に区分される。 

 

(3) 河川流量 

1) 州内は２つの流域に分けられ、アラグアイナ川流域は州の西部（104,900.8km2、37.7

％）、トカンチンス川流域は州の東部（173,429.9km2、62.3％）を占める。 

2) サントアントニオ地点（北部地域トカンチンス川下流部）での月平均流量は乾期で

2,000～4,000m3/ｓ 程度、雨期で3,000～9,000m3/ ｓ 程度である。 

 本格調査の対象地域である北部地区のうちインペラトリスでの降水量等は下記のとおり

である。 
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表４－５－１ インペラトリス気象データ 

 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計／平均 

降水量 
（mm） 226.5 227.7 279.0 197.3 55.0 16.2 6.4 10.2 37.7 85.5 123.5 198.7 1463.5 

蒸発量 
（mm） 81.5 69.0 79.9 84.7 122.3 151.0 182.8 193.5 159.3 132.6 107.8 196.0 1460.6 

湿度 
（％） 83.0 84.0 84.0 83.0 78.0 72.0 64.0 61.0 65.0 70.0 75.0 80.0 74.0 

日照時間 
（hr） 140.8 118.5 141.6 168.8 235.6 265.8 274.9 241.9 167.0 141.9 141.5 141.5 2179.8 

 

 ４－５－２ インフラ整備の現状 

(1) 道路整備の状況と整備計画 

 トカンチンス州がゴイアス州から独立した十数年前は、旧ゴイアス州から見放された地

域であった。当時トカンチンス州内のインフラは相当遅れており、幹線道路は中央部を貫

く国道153号線のみであったが、わずか十数年間で幹線道路は州内をはりめぐる状況まで

改善された。今後も2002年までに一層の整備を行う計画を立てている（別添資料１．参照）。 

 

(2) 水運整備の状況と整備計画 

1) 水運による輸送は、コストを大幅に引き下げることから注目を浴びている。現時点で

本格的な水運は行われていないが、試験的にアラグアイナ川において水量の多い雨期に

大豆を輸送している段階である（乾期には水量が少ないためすべてトラック輸送となっ

ている）。将来は木材等を含めて他州の生産物も輸送する計画となっている。 

2) トカンチンス川では、建設中の水力発電ダムに水門を設け、船舶による輸送を進める

計画となっている。トカンチンス川に面したペドロ・アフォンソのプロセデールⅢ期地

区からの桟橋・ベルトコンベアーを使った大豆船舶輸送も計画されている。 

 

(3) 鉄道整備の状況と整備計画 

1) エストレートとインペラトリスを結ぶ鉄道の建設はほぼ完成。エストレートは道路、

水運、鉄道の要衝となる。この鉄道はカラジャス鉄道を通じて輸出港であるイタキー

港まで接続されている。 

2) 南北鉄道は将来はブラジリヤまで接続する予定であるが、完成年度はまったくの未定。 

 

(4) 空港整備の状況と整備計画 

1) 州都であるパルマスには、現在の空港とは別にカーゴターミナルを建設中。ただし農
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産物の国内輸送は現状ではトラック輸送に限られている模様。例えばサンパウロからの

花輸送では、新鮮さの保持観点からは空輸が望ましいが、やはりコストがかかるためト

ラック輸送を行っている状況である。 

2) なお、滑走路の舗装されていない空港（セスナ機の離発着用）は州内全地域に整備さ

れている。 

 

(5) 北部地域における道路・農村電化の状況 

1) 道路を優先的に整備する地域の考え方は下記のとおりである。 

 ①住民のニーズが高いこと、②人口密度が高いこと、③貧困地域であること、④経済

活動があり自給能力のあるところ、⑤農産物生産を行っていること、⑥道路条件の悪い

こと、等と定められている。 

 トカンチンス州内においては、貧困度の高い極北部を含めた北部地域が優先度の高い

地域となっている。特に本地区の道路整備は道路先行型の社会開発であり、地域格差是

正を目的に行われている。 

2) 現在までに行われてきた道路整備は、世界銀行の融資を受けることを視野に入れて世

銀スキームに合う内容で1994年から行われてきており（Ⅰ期：道路整備と併せて農村電

化が行われてきた）、現在完了間近。Ⅱ期は1999年８月に連邦企画局国際事務局海外融

資審議会で審議し、Ⅰ期に引き続いて行われる方針となった。世界銀行、国際協力銀行

融資を要望するに際し、単なる道路開発を行うだけでなく、州からのプロポーザルによ

り農村電化、衛生や都市整備など社会的側面の整備も進めることとしている。 

（参考） 

Ⅱ期 総事業費19,844万ドル 

うち世界銀行分     99.22－α/２ 百万ドル 

うち国際協力銀行分   99.22－α/２ 百万ドル（主に農村電化） 

うち州分担金      α      百万ドル 

           （α：詳細は不明） 

 

４－５－３ 農業基盤の状況 

(1) 基盤整備の現況 

1) ペドロ・アフォンソのプロセデールⅢ期の大規模大豆・トウモロコシ生産地のなかで、

種籾生産に対しセンターピボットを２基用いたかんがいを行っている。将来はかんがい

用水を用いた果樹栽培を視野に入れている。ここでは土壌の保水性が悪いため畝間かんが

い（重力かんがい）を適用できなかった。（８mm/日、８hr/周、 ｒ ＝400m、ｈ＝５m） 



2) アラグアイナのトマト加工工場では、現在近傍の農家を対象に生産を行っているが将

来は極北部地域からも加工トマトが入るなどに併せて生産能力の向上も考えている。セ

ンターピボットによるかんがい農業を行っているトマト生産農家もある。 

3) 視察したバナナ生産農家は、乾期の渇水で河川からの十分なかんがい用水が得られず、

生産に支障を生じた。「バナナが全滅した」というその農家は州政府の補助金で小規模

のダム（Ｈ＝2.3m、Ｖ＝60万m3程度）を州政府の援助で建設中であった。 

4) その他アラグアイナにある農産物加工施設（トマト加工工場のほか、牛肉加工工場、

鶏肉加工場、輸出振興施設等）は、生産団地があること、また将来の交通網の整備を見

越して団地として集積されてきている。 

5) なお、プロセデール３期地区では、かんがい用共同用水路を建設することとなっている

が、未だに建設されていないため畑地かんがいの導入が進んでいない。 

 

(2) トカンチンス州大規模農業基盤、水資源開発整備について 

1) 担当省は「水資源省」。当省の業務は、①州内かんがいのマクロ計画を策定するこ

と、②開発ポテンシャルを検討すること、③渇水への対処、である。 

2) 州内での大規模な水資源開発計画は①極北部サンパイオ地区、②州中央部ラジェアー

ド水力発電地区、③州西部ジャバエスかんがい地区等がある。 

3) ラジェアード地区は、水力発電のダムを建設するもの。発電以外にはかんがい用水と

しても利用する。将来はトカンチンス川を水運として利用するため、ダム下流に水門を

建設し船舶が航行する計画を策定中。 

4) ジャバエス地区でのかんがい事業は実施中。かんがい方式は湛水かんがいで米、大豆、

トウモロコシを栽培。かんがい事業に併せて水利組合を組織中。 

5) サンパイオ地区は、1991年にトカンチンス川からの取水によるスプリンクラーかんが

いを行う計画が策定された。洪水期には洪水を利用した氾濫かんがいも行うこととして

いる。開発ポテンシャルは30万haあるが、現在は５万haを対象に米、果樹、大豆、トウ

モロコシの栽培を行うこととしている。資金計画や対象農家の絞り込み、地元への詳細

な説明はまだ行われていない状況。取水口の計画位置も２案あり決まっていない。 

6) プロセデールⅢ期はペドロ・アフォンソ周辺で行われている事業。大豆とトウモロコ

シを栽培。一部でセンターピボットによる種籾栽培を行っている。全体面積40,000haの

うち20,000haは環境保護区。ピボットかんがいの面積は2,500ha。また果樹も600haの栽

培を行っている。40家族が入植しており500ha/家族を所有。生産性は期待以上でアメリ

カなみの生産をあげているとのこと。１戸当たりの借入金は当時で60万レアル、現在で

は130万レアルに相当しているとのこと。 
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 (3) 事業実施、事業資金の拠出 

1) 事業化にあたってはある程度の農家の意向により事業実施主体により事業概要が作

成される。環境影響評価を行い、公聴会により住民意見を聴取。ナトラチンスは事前許

可を与え詳細なモニタリングを実施。その後事業実施が正式に許可される。この許可は

５年ごとに更新される。 

2) 多年度計画のなかで位置づけられた重要な事業については連邦政府及び州政府から

補助金が出される。北部で計画されているサンパイオのかんがい地区では多年度計画に

位置づけられた重要な地区であることから、９：１の割合で州と連邦政府から補助金が

出る模様。一部農家負担金もあるが決定されていない。 

3) 一般的に補助金事業の要件は特に定められていないが、州のプライオリティーに従い

補正予算申請により拠出される。 

 

(4) 水利権 

1) NATURATDVS及び農務局水資源部が管轄している。 

2) 流域別に使用許可量について管理を行っている。問題がなければ５年ごとに水利権の

更新を行っている。流域別の管理は流域ごとの調整委員会が統括、さらに小流域別に委

員会を設けている。水利権量は実態調査に基づき（調査の頻度や内容は不明）登録を行

っている（別添資料２.参照）。 

3) 河川流量は小さい河川については整備されておらず、事業主体が測定義務を負ってい

る。農民の98％は事業化に銀行融資を必要としているとされるが、水利権を取得しない

と銀行融資が行われない。 

 

(5) 水利組合 

 ジャバエスかんがい地区でかんがい事業の立ち上げとあわせて水利組合の設立を行っ

ており、現時点で確立された組織とはなっていない。北部のサンパイオかんがい予定地区

ではかんがい事業の実施と併せて水利組合の組織化が今後の課題となっている。 

 

(6) 家畜の飲雑用水 

1) 畜産の優良地区での視察では、通常は湧水により家畜の飲雑用水は十分である。乾期

での水確保に関しては、牧草が青々としている場所（地下水位の高い場所）で穴を掘り

その利用を行っている。 

2) 地下水位、地下水量のデータはないが、一般的に当地での地下水位が高いのであれば、

乾期に飲雑用水不足に困ることは少ないと考えられる。 
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 (7) 開発における調整 

1) 水資源開発、インフラ整備を行うためにはナトラチンス（トカンチンス自然院）のラ

イセンスが必要。上記３地区のかんがい並びに発電事業地区の開発許可についてはナト

ラチンスの許可を得ている。許可を与える要件（面積等）については特に定めておらず、

個々に判断するとのことであり、判断基準は明確でないことが判明した。 

2) 行政機関のなかでの調整は、環境企画局長を委員長とする州の水資源審議会のなかで、

農務局、水資源局、ナトラチンスの３者により協議・調整を行う。 

 

４－５－４ 上位計画について 

(1) 多年度計画について 

1) ブラジル国では1985年の民生移管、1988年の憲法改正により地方分権が進められた。

地域開発の分野においても連邦政府から州政府へ責任と財源が移管された。こうした権

限の移管はブラジル南部では成果を上げているが、北部ではインフラ、人材の不足によ

り必ずしも成果を上げているとはいえない。 

2) トカンチンス州はゴイアス州時代忘れられた地区であり、州北部のインフラは整備さ

れず、北部の整備が遅れたままゴイアス州が分割された。州の開発は３つの時期に分け

られる。 

１期 ～1994年  州が誕生し法律が整備された。 

２期 1995年～  現知事時代。インフラができれば地域のポテンシャルは大きいこ

とから整備が本格的に始まった。 

３期 1999年～  現知事時代（1999～2002年）。州の発展の定着期であり、インフ

ラを利用して生産部門を広げていく。 

3) トカンチンス州では1990年代に３期にわたり多年度計画を策定している。現計画（1996

～1999年）に続く多年度計画は2000～2003年までの計画であり、４年間の予算を想定し

て組まれているもの。「前進するブラジル」と名付けられた本計画は、州の安定と持続

的・構造的に長期的視野に立った計画であり成立すれば大きな意味合いのある計画であ

る（事前調査時点で会議審議中）。 

 

(2) 国家枢軸計画について 

1) 一方、国家レベルでの計画としてまた国家枢軸プロジェクトとして、国を９つに分け

開発計画を策定している。これは従来の計画がマクロ経済に比重をおいており国民生活

に対する配慮が少ないことから、2000～2007年の公共及び民間投資についてまとめてい

る。 
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2) その中でアラグアイナ－トカンチンス及び西地方についての計画は、経済インフラ、

電力、社会開発、情報と知識、保健などの分野から選定されており、下記の事業を含ん

でいる（詳細は別添資料３.参照）。 

・パルマスに新空港建設 

・ラジェアード水力発電所に転位用堰を建設 

・シャンビオアに大豆とセメントのターミナルを建設 

・ゴイアニアからエストレートまで全長1466kmの新鉄道を建設 

・イタキー港コンテナ用ターミナル 

・農業畜産の多様化 

・セラードの持続的経済利用を目的としたセラードの特定と分析プログラム 

・水供給をすべての住民に（290万戸） 

・下水道網の拡大（210万戸） 
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（別添資料） 

 

１．2002年までの道路整備計画 

２．水利権許可証 

３．多年度計画 PPA 2000/2003年について 





















別添資料３．多年度計画 PPA 2000/2003年について 

 

持続的地域開発プログラム 

 

 トカンチンス州により引き継がれた多くの問題に対してリソースがない状態において、州政府

として経済・社会発展の目的を達成させるために、包括的でまたフレキシブルな戦略採用を余儀

なくされた。このような経緯で近辺のエリア・プログラム計画を基本とした、持続的開発プログ

ラム作成には地域アプローチのやり方を決定した。ほぼすべての持続的地域開発プログラムは、

各プロジェクトのアイデンティフィケーションフェーズにあり、資金融資源の探索、診断の実施、

各関連項目の詳細検討等を行っている。 

 

オウムのくちばし地域の持続的開発プログラム 

 

 このプログラムの目的は、州北部の５エリア・プログラム／行政区、時々にオウムのくちばし

の持続的開発に向けたプロジェクト導入に必要な手段を確保することにある。この地域は州内で

最も人口が過密していて、社会経済面的に見て複雑な環境であることから、政府として優先的に

対処すべき地域の一つである。近代的な技術を使っての土地の取扱い、生産、保管及び取引によ

って大量生産に約10万haの氾濫地域を付加することを予定している。州政府として、これを具体

化するために次のプロジェクトを進めている。 

 

PROIHATOプロジェクト 

 アラグアイア流域とトカンチンス流域の接続を行うプロジェクトで、TERCEIRO RIO（サード

リバー）プロジェクトとも呼ばれている。これらの川はアラグアナンとババスランディア点でつ

ながれ、延長160kmに及ぶ。PROIHATOにより合流地点であるエスペランチーナまでの北部全地

域に数多くのかんがい目的の用水路が作られる。TERCEIRO RIOプロジェクトはその重要性によ

りBICO DO PARASAILO（オウムのくちばし）持続的地域開発プログラムのサブプログラムとし

て位置づけられる。その第一段階はサンパイオプロジェクトになる。 

 TERCEIRO RIO（サードリバー）サブプログラムは現在事前検討段階にあり、トカンチンス川

の水を使い、サンパイオ、カハスコ・ボニット、サン・セバスチオン及びエスペランチーナ各郡

の氾濫地域のかんがいを可能にする。現在導入中の果樹栽培、野菜栽培プロジェクトはBICO DO 

PARASAILO地域各郡に行われていて、特に北部地域の南のアラグアチンス及びアラグアイナが中

心である。これら以外に水産養殖、養蜂、酪農プロジェクトが検討中である。 
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 総面積は約60万haで、氾濫農業と農畜産活動生産分野に約30万ha不可されることになる。その

他検討が進んでいるプロジェクトとして、セーハ・ケブラーダ、エストレート及びトゥピラチン

スの３水力発電所、アギアルノッポリス、マルチモダル・プラットホーム、アキアルノッポリス

からシャンビオアを結ぶ鉄道支線建設がある。 

 

 シャンビオア郡に民間投資でのセメント工場建設があり、土木建設業界を促進して、地域経済

に対してプラス面のインテルナリティーをもたらすことになる。これらのプロジェクトを可能に

するために州政府をカウンターパートとして連邦政府のPPAに属する連邦プログラムから約35億 

レアル投入される。統合環境管理プログラムPGAIの導入により環境問題に対して特別な周囲を払

っている。民間企業は地域にて事業を興すために投資を行うがインセンティブ及び融資が受けら

れる。 

 

 MITSUBISHI及びJICA等の国際進行エージェンシー、EXIMBALK, BIRD BIOで構成された金融機

関等は当地域への投資を前向きに表明している国際機関である。 

 

中トカンチンス流域持続的地域開発プログラム 

 

 トカンチンス中央平野は州経済にとり最も重要なエリアである。トカンチンス州の心臓部、中

トカンチンス流域に位置し、今後数年間の持続的開発プロセスの中で戦略的なポジョンを占める。

この地域の土地は大半が珪砂質で取扱いが難しく、この土壌に対して特定な技術及びテクノロジ

ーを要する。 

 

 このプログラムは民間企業の参画を得て、ローカル及び地域のインセンティブによって長期生

産に対する投資プロジェクトを確保して、地域全体の経済社会発展を促進することを目的として

いる。本プログラム対象面積は約31,500km2である。 

 

 生産への投資は、大量生産農業を可能にするプロジェクトに向けられていて、主に穀物、植林

及びパッションフルーツ、小ココナッツ、パイナップル、パパイヤ、スイカ、メロン、マンゴー

その他地域の気候条件に合った果樹栽培がある。こうして所得増加、直接間接雇用創出、税金徴

収増加、高付加価値産物の輸出が濃くない、外国市場への完全な地域の統合に寄与する。 

 

 中期的に、ペドロ・アフォンソ河川港と空港建設が予定されていて、地域の農産物出荷を可能



にする。各邦間及びペドロ・アフォンソ市各生産地区を結ぶ舗装道路建設、BR－235国道の舗装

等は中トカンチンス流域開発プロセスを可能にするために州政府として全力を投じて行っている

アクションである。 

 

 ブラジル政府をカウンターパートとした日本のJICAの融資によるプロセデールⅢ期の成功例

及びカンポス・リンドス生産によって民間投資家達の信用が増して、地域経済に対して相乗効果

が得られ、全住民に対して雇用創出、所得増加が得られている。しかし、農畜産、果樹栽培及び

植林プロジェクトを可能にするためには、珪砂質土壌をよく知る必要がある。したがってアマゾ

ン開発管理局（SODM）に対してEMBRAPA参加による珪砂質土壌取扱い研究所をペドロ・アフォ

ンソ市に導入するための融資を依頼している。 
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４－６ 自然環境・森林保全 

４－６－１ 現況と計画（法律と行政） 

(1) 現況 

 調査対象地は北伯地域に属するトカンチンス州の極北部／北部合計38郡で、面積合計

37,015.3km2、日本の国土の10分の１に当たる。西側はアラグアイナ川、東側はトカンチ

ンス川を州境としてそれぞれパラ州、マラニョン州と接しており、河川密度が比較的高く、

水資源に恵まれた地域である。気候は主として熱帯半湿潤気候、植生区分的には熱帯多雨

密林から熱帯多雨疎林を経てセラードに至る移行的地域である。 

 トカンチンス州は70年代後半からの乱開発の結果として、原生林は僅かしか残されてい

ない。森林法（法4771号）によれば「アマゾン流域」では所有地の最低50％（以後改正）

が、「ブラジル東部、南部、中・西部」では20％が、法定保留林と規定されているにもか

かわらず、州全体の残存森林面積は13％である。州企業環境局の担当者によれば、ゴイア

ス州からの分離以前は、現在のトカンチンス州は上記「アマゾン流域」に該当するにもか

かわらず、「中・西部」に属するゴイアス州の一部であったことから法の遵守が徹底せず、

また監視システムも不備であったことからこのような結果を招いたといわれる。なお「ア

マゾン流域」については1994年の政令1282号で「アクレ、パラ、アマゾナス、ロライマ、

ロンドニア、アマパ及びマットグロッソの各州、トカンチンス及びゴイアス州の南緯13度

以北、及びマラニョン州の西経44度以西の地域」が法定アマゾン域に含まれることが明確

に規定されている。 

 今回の調査で森林管理を直接担当する機関からの情報収集では州内の森林面積推移あ

るいは森林消失の推移に関し正確な数値は得られなかったが、州企画環境局作成の生態・

経済ゾーニングデータによれば、州内土地分類は下記のとおりである。 

 

表４－６－１ 土地分類 

土地分類 面積 (km2) 面積比率 (％) 

森林 36,502.1 13.1 

牧草地 74,982.5 26.9 

農地、林業地 2,784.2 1.0 

セラード 157,373.4 56.6 

河川、湖沼、貯水池 6,474.0 2.3 

鉱物採掘地、市街地 304.5 0.1 

                  出所：SEPLAN 
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 森林面積は、沿岸林、熱帯雨林（疎林及び密林）、落葉及び準落葉季節林、二次林を含

んで、全体の13.1％に過ぎない。セラードによる被覆が56.6％と圧倒的に多く、土地利用

別にみると牧草地が全体の26.9％を占め、農地・林業用地は全面積のわずか１％に過ぎな

い。 

 調査対象地域とほぼ一致する環境総合管理プロジェクト（PGAI）地域における農牧国勢

調査1995／1996（IBGE：地理統計院）によれば、PGAI対象地の森林残存率は10％に過ぎ

ない。調査対象地域の郡別の正確な数字はゾーニングデータから計算可能である。 

 ブラジル環境・自然資源院（IBAMA）トカンチンス州支局技術部の情報では、トカンチ

ンス州における森林消失は鈍化しており、特に木材採取目的の伐採活動は、残存森林と有

用樹種の激減、及び主として輸送面での取締り強化により近隣州に移動したため、州内で

は無視できる水準まで低下し、現状における森林消失は、主として牧草地・農地への転換、

野焼きの延焼及び木炭生産用の小規模伐採によるものといわれる。 

 

(2) 法的土地利用制限地区 

 トカンチンス州には国立公園（5,623.1km2）、州立公園（889.3km2）、インディオ保護区

（20,074.7km2）が点在し、上記の法的土地利用制限地区だけで、州面積の9.6％を占めて

いる。その他環境保護地区（APA；17,905.5km2）が存在するが、企画環境局担当者の談話

によると、APAとは「傾斜地・土壌劣化を受けやすい地区等で、環境規定・ゾーニングが

他の地域より厳密に適用されるが、土地利用に対する特別の制限はない」とのことである。

また潜在的保全地区（12.665.8km2）が指定されており、同じく企画環境局担当者の説明

では、「これらは将来なんらかの土地利用制限が課される可能性を持つ地域であるが、現

状では土地利用制限は課せれていない」とのことである。いずれにせよ、何らかの形で環

境的観点からの規制を受ける、または受ける可能性のある地区の合計面積は州面積の20％

に達する。これら法的土地利用制限地区及び潜在的保全地区の詳細は、SEPLAN作成のア

トラス・ド・トカンチンスに記載されている。さらにトカンチンス州では唯一の郡指定保

護地として1995年の郡条例43号でアラグアイナ保護林（14.6ha）がアラグアイナ市近郊に

指定されている。 

北部・極北部での法的土地利用制限地区は下記のとおりである。 

  ・アピナジェ・インディオ保護地区：141,904ha  

  ・シャンビオア・インディオ保護地区：3,265ha  

  ・国立／州立公園：なし 

  ・アラグアイナ保護林：14.6ha 

 上記のほか、トカンチンス／アラグアイナ川合流点付近と、アラグアイナ市南部が潜在
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的保全地区として指定されている。なお、トカンチンス／アラグアイナ川合流点付近は州

立公園に指定されたとの情報があるが、未確認である。 

 SEPLAN資料によれば、国立公園、州立公園、インディオ保護地区、環境保護地区（APA）

の定義は下記のとおりである。 

① 国立公園、州立公園 

 例外的に優れた自然特性に恵まれ、動植物と景観美の保全と教育的、観光的及び科学

的活用を両立させることが可能な地区。 

② インディオ保護地区 

 伝統的にインディオに占有・居住され、生産活動に使用され、その安定的生活のため

に必要な環境資源の保全のために不可欠で、その習慣及び伝統からみて生物的・文化的

再生産に必要とされる地区。 

③ 環境保護地区（APA） 

 住民の安定的生活の確保及び生態条件の維持／改善のために環境保全が必要とされ

る地区。 

 対象地域の開発計画にあたって、国立公園、州立公園、インディオ保護地区は保全地区

として開発対象から除外し、その他制限地区については規定を十分把握し、潜在的保全地

区については動向に留意する必要がある。 

 

(3) 環境関連機関 

1) 環境省（MMA） 

 ブラジル国の環境行政を連邦レベルで管轄するのは環境省（MMA）である。同省は、

大統領府に置かれた環境庁からリオ環境サミットが開催された1992年に省に昇格した

ものである。MMAは入植環境局、生物多様性・森林局、水資源局、持続的開発政策局及

びアマゾン調整局の５局からなる。さらに大臣直属の実施及び政策形成機関として、ブ

ラジル環境・自然資源院（IBAMA）、同様に大臣直属の審議会として、環境保全や天然

資源管理などに係る政策形成を行ううえで重要な役割を果たしている国家環境審議会

（CONAMA）、国家法定アマゾン審議会（CONAMAZ）、国家水資源審議会、国家環境基

金委員会が設置されている。MMAの組織図は下記のとおりである。 

 











6) トカンチンス州におけるNGOの活動状況 

 法定アマゾン域には生産者（養蜂、ゴム採取等）の組合を含め300以上のNGOがあり

アマゾン・ワーキング・グループ（GTA）を組織している。トカンチンス州でのGTA事

務局を勤めるのが環境NGOであるGAIAで、州内NGO名、住所、電話、活動内容等の情

報を持つ。GAIA事務局からの情報によれば、州内の環境部門NGOの活動状況は反政府活

動ではなく、州政府との協力関係を保った実質的活動が主体である。GAIAは、住民の環

境意識の向上、生活の質的向上のための社会・環境プロジェクトの実施、環境的に有害

な事業の指摘、環境保全関連情報の配付・セミナー等の推進、環境教育の実施等を目的

とする活動を実施している。具体的には、果樹の苗配付、学校教師向け小冊子「自然に

学ぶ」の作成配付、学校教師向け環境コース、河川砂浜における水浴客向け環境保全教

育、環境に関するビデオ・クリップのテレビ放映、地域コミュニティでの討論会等を推

進している。 

 建設中のラジェアード水力発電所では、環境影響評価（EIA/RIMA）のなかで建設コン

ソーシアムの費用負担による住民向け環境教育の実施が条件付られており、州政府のイ

ニシアティブで、NGO４団体の協力を得て、ラジェアード環境教育プログラム進行中で

ある。 

 

(4) 環境関連法規 

 環境関連法は多くの分野にわたり下記のレベルで制定されており、トカンチンス州法は

連邦法に基づいて連邦法を州の地域条件に適合させる形で制定されているものが多い。 

   ・連邦法：憲法、連邦法、大統領令、政令、通達他 

   ・州 法：州憲法、州法、政令他 

 本調査に参考となる環境関連法をまとめると下記のようである。 

1) 憲法 

 憲法では第225条本文で「すべての国民は生態的に均衡の取れた環境、国民が共通に

利用し健全な生活の質を維持するのに不可欠な便益に対する権利を有し、現在及び将来

の世代に対しこれを守り維持することが公共権力及び国民全体の義務である」とし、ま

た第４条で「ブラジルのアマゾン流域、アトランチカ森林、海岸山脈、パンタナルの森

林地帯と海岸部は国家財産であり、その利用は法の規定に基づいて行われる。自然資源

の利用についても同様である」と規定している。このように憲法では、私有権を保証し

つつ、私有権に制限を課している。 

2) 所有地における私有権の制限 

 森林法（法4771号）はアマゾン地方の森林管理の基礎であり、森林を国民共有の財産
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と規定し、その所有権は一定の制限のもとに行使される旨規定している。私有権の制限

を整理すると下記のとおりである。 

 

Ａ．永久保護地の開発禁止（法4771号、第２条） 

 河川沿岸、湖沼沿岸、水源地、山頂付近、急斜地などは永久保護地として開発を禁

止されている。川幅と保護地の幅の関係についても細かい規定があり、川幅が増せば

保護地の幅もそれにしたがって拡大される。これら永久保護地以外の森林は開発可能

である。ただし特定の林分を残す法定保留林の制限が課される。 

 

Ｂ：法定保留林 

 ブラジル東部、南部、中・西部では所有地の最低20％、「アマゾン地域」では最低

50％の林分を保留すべき旨規定されている（法4771号、第16条、第44条）。 

 

 これを改正した臨時措置法についてIBAMA/TO担当者のコメントを下記する。なお

臨時措置法は公布日から法律と同等の効力を持つが、一定期間内に国会の承認を得て

初めて法律となるもので、多分に政治的要素を含み、今後の動向に留意する必要がある。 

・臨時措置法1511号（1996年７月）及び最新の臨時措置法1885～43号（1999年11月）

によれば、上記「アマゾン地域」で植生区分上セラード地帯と認められた地域につ

いては「皆伐は最低20％の保留林を残して許される」。一方上記「アマゾン地域」

で植生区分上森林地帯とされた地帯については、「皆伐は最低80％の保留林を残し

て許される」事となり、皆伐は所有地の20％までのみ許可されることとなった。 

・各所有地の植生区分は生態・環境ゾーニングを参考にIBAMAの現地査察により決定

される。 

・この規定は農地改革院（INCRA）または州管轄機関により実施プロセスにある、家

族農業を実践する入植地で100ha以下の所有地には適用されない。 

・1996年の臨時措置法施行以前に登録された所有地については従来どおり50％が適用

される。またこの法定保留林においては、皆伐は禁止されているが、INCRAにより

承認された森林管理計画（PMFS）に基づいた択伐は可能である。 

・既に皆伐された地域では、法定保留林を州内で同一エコシステムを持ち、同等以上

の生態学的重要性を持った他の所有地により代替できる。 

・所有地内の永久保護地は法定保留林に算入可能である。 

 

 事前調査で訪問したアラグアイナ市から約40kmのカルモランディア郡Vale do Boi
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農場では、7,000haの敷地に7,500頭の肉牛を放牧している。オーナーは16年前に敷地

を購入以来、環境的・社会的配慮を持った農場経営を続けており、野焼きは一切行わ

ず、多種の牧草を導入し、生産性の向上を図りつつ土壌劣化と病虫害に備えている。

現在、残存森林面積は、685haプラス永久保護地（沿岸林）で、総面積の30％弱であ

るという。この地域は、SEPLANの植生区分図でみるかぎり、熱帯疎林地域と分類さ

れており、現行の保留林比率最低80％が施行される以前の規定である保留林比率50％

に満たないが、今までその点に関し監督官庁による指摘はまったくなかったとのこと

である。オーナーの談話では、同地域では、①牧草地拡大の必要から、②不法占拠を

防ぐため、③50％または80％の保留地を残しては事実上経営が不可能、という理由か

ら同牧場以上の保留林比率を確保している牧場は極めてまれとのことである。また同

地域のこのような大規模牧場で、牧場内あるいは牧場付近に居住するオーナーは10％

に満たず、ほとんどは不在地主であり、したがい、地域の環境保全に対する関心も希

薄であるといわれる。 

 今回の調査対象地ではないが、トカンチンス州中央部のペドロ・アフォンソ郡で日

本の協力のもとに推進されている第三次セラード農業開発事業（PRODECER Ⅲ）で

は40,000haに敷地に40家族が入植し、大豆、トウモロコシを中心に1996年から生産が

開始されている。このプロジェクトでは現行の臨時措置法の施行前の規定にしたがい、

50％の法定保留林約20,000haを残しているだけでなく、その大部分を共有保留林とし

て９カ所にまとめて確保することにより、生態系への影響を最小に押さえる。その他

入植者への環境教育、土壌侵食防止策の導入（等高線栽培等）、永年作物の導入（計

画中；400ha）等、本調査とは農家当たりのスケールが異なるが、環境配慮面での参

考例として注目に値する。 

 

Ｃ．森林資源の多目的利用の義務 

 臨時措置法1511号ではまた、「アマゾン地域に於ける天然資源の利用は、天然資源

の保全、森林の構成と機能の保全、生物多様性の維持と地域の社会経済的発展、その

他の原則にしたがって、多目的利用により持続可能な森林管理に基づいてのみ認めら

れる」と規定し、エコシステムの保全だけでなく地域の社会経済的発展も視野に入れ

た多目的利用をめざした森林管理計画に基づいた伐採を義務づけている。 

 

Ｄ．樹種による伐採制限 

 政令1963号では、資源保護を図る観点から、アマゾン地域の主要な商業樹種である

マホガニー（Swietenia marcrophylla King.) とビロラ（Virola surinamensis）の暫定的伐
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採禁止が規定されている。 

3) 環境影響評価 

 ブラジル国の環境基準によれば、環境に影響を及ぼすとみなされる事業は環境影響調

査（EIA）及び環境影響報告書（RIMA）を義務づけられている（CONAMA決議001/86）。

IEE(Initial Environmental Evaluation) とEIA(Environmental Impact Assessment)の区別はな

く、すべてEIAとなっている。EIA/RIMAの目的は環境への影響を最小限に抑えるため、

影響分析、緩和策の提案を行い、事業の環境面からの実現可能性と方式を確認すること

にある。EIAが科学・技術的・法的側面や影響範囲の決定等の調査であるのに対し、RIMA

は、事業に関する公聴会の有無にかかわらずEIAの内容が一般公開される義務を踏まえ

て、一般の理解に適した平易な表現でEIAをベースに作成された報告書である。いずれ

も事業主体、審査機関から独立し、登録された機関・団体により作成される。 

 上記CONAMA決議には環境影響評価を必要とする事業が列記されているが本調査関

連では下記のような事業が規定されている。 

・２車線以上の道路建設 

・鉄道 

・かんがい用水路 

・農産加工を含む工場（石油化学、製鉄、他）工業団地 

・100ha以上の木材または薪炭生産用伐採 

・100ha以上の都市開発 

・100ha以上の農牧開発等 

 上記規定の規模以下でも環境的に重要な地域では環境影響評価が義務づけられるこ

とがあり、上記の対象基準は一応の目安であり、実際は管轄機関の個別審査で必要の有

無が決定されている。 

 トカンチンス州では、EIA/RIMAの担当機関はNATURATINSであり、EIA/RIMAの実施

必要性の有無の決定及び審査はNATURATINSが担当する。審査基準は連邦基準を準用し

ているとのことである。 

 EIA/RIMAの作成企業の登録リストは、SEPLANにて入手可能である。 

 

 事前調査で訪問したアラグアイナ市の食肉処理工場（Frinorte社）、及び飼料工場

（Agrolandia社）ではEIA/RIMAを実施し、食肉処理工場では環境基準にしたがって、排

水は沈殿池、微生物による分解過程を経ている。一方、同市の農産物生産協同組合（CPV）

のトマト加工工場ではEIA/RIMAの承認以前の本年９月から操業が開始されたとのこと

であるが、この地域における農産加工振興が州の優先政策であることから、特例を認め

－104－



られた模様であるとの説明を工場より受けた。 

 なお、事業化における環境影響評価後の手続きについては、CONAMA決議001号の基

づく州法261号にしたがい、環境への影響度により環境コントロール計画（PCA）または

環境影響評価（EIA/RIMA）を添付して、事業概要を記述した事前許可（LP）を申請、

許可を得て敷地準備作業等を開始、続いて建設許可（LI）を得て建設開始、操業許可（LO）

を得て操業開始という段階を踏む。事業の審査・許可の発行はNATURATINSの管轄である。 

4) 森林管理関連 

 森林管理に関する法律には法4771（森林法）、法7803号、政令1282号及びIBAMA令48

号などである。 

 法7803号では、森林の伐採にあたって、生態系の特性に応じた伐採手法、植林・管理

手法を採用すべき旨を定め、伐採にはIBAMAの事前許可が必要であることを明文化し、

政令1282号では「アマゾン地域の原生林その他天然林の伐採は政令に定める一般的、技

術的原則にしたがってのみ許可される」と明確に規定している。 

 IBAMA令48号では「アマゾン地域の原生林その他天然林の伐採は持続可能な森林管理

計画によってのみ許可される」ことを規定している。この森林管理計画書には、基本事

項、目的、環境、管理内容、環境影響評価、スケジュール、資金計画など詳細な記載が

要求され、これに基づきIBAMAの伐採許可が発行される。森林管理計画には森林の生産

性を考慮しつつ、最低30年間の伐採サイクルに基づいて年間の伐採対象林分が記載される。 

 小規模（120haまで）、中規模（500haまで）の不動産所有者による森林の農地や牧草地

への転換は、法定保留林等の規定を尊重すれば、原則として森林管理計画の申請なしで

認められるが、木材収穫用の場合は、森林伐採計画をIBAMAに作成・提示する義務があ

る。また一回に60haを越える地域の皆伐には森林伐採計画の作成が義務づけられる。 

5) 野焼きに関する法制 

 法4771号、法6938号に基本的規定がなされており、政令97.635では法4771号の27条を

補足し、地域の特殊性により、農牧業及び森林管理上の必要から抑制された野焼きが書

類によりIBAMAに申請され承認された場合、定められた面積の野焼きを合法と認める一

方、森林火災の原因となる抑制なき野焼きの禁止を規定している。 

6) 絶滅の恐れのある動植物の保護関連法規 

 IBAMA通達303では絶滅のおそれのある動植物の捕獲、採集、販売、輸送及び輸出を

禁じている。管轄機関はIBAMAで各州支部が禁止行為の監督等を担当している。動物に

ついては (Ⅰ)絶滅のおそれあり、（Ⅱ）絶滅のおそれが極めて高い、（Ⅲ）研究段階に

わけてコントロールが実施されており、トカンチンス州では下記のような動物が指定さ

れ保護されている。詳細はIBAMA/TOに資料が整理されている。 
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・オンサ・ピンターダ（Panthera onca；豹の一種）－分類（Ⅰ） 

・タトゥー・ボーラ（Tolypeutes tricintinus；アルマジロの一種）－分類（Ⅰ） 

・グアラ（Chrysocyonbrachyurus；狼の一種）－分類（Ⅱ） 

・セルヴォ・ド・パンタナル（Biastocerus dichotomus；鹿の一種）－分類（Ⅱ） 

・ガヴィオン・レアル（Harpia harpiyja；鷹の一種）－分類（Ⅱ） 

・その他 

 植物では、通称ピキー、アロエイラ、スクピーラ等が指定されているが、詳細情報は

今回入手できなかった。これらはIBAMA本局またはIBAMA/TOで入手可能である（魚類

も同様）。 

7) 環境に影響を及ぼす企業の登録義務 

 IBAMA通達113号 (法4771号、法7804号等の細則)では、環境汚染可能性のある業務、

環境に影響を及ぼす製品に係る法人個人の連邦技術登録簿への登録を義務づけている。 

 具体的には自然資源（森林製品その他動植物）及び関連品の採取・生産・輸送・販売

に係る企業を統制するための登録であり、例えば伐採許可を持たない木材等の輸送が発

見された場合、その企業の合法性を消すための登録抹消等の措置が取られる。 

8) トカンチンス州憲法 

 第10章110～113条で、環境に関し連邦政府と同様の見解を示し、環境保護・保全に対

する基本的方針を述べている。 

9) トカンチンス州環境政策と環境影響評価 

 州法261/91はトカンチンス州の環境とエコシステムの保全と均衡の原則のもと、都市

と農村における社会経済活動を適正化するための環境政策を規定し、環境に強い影響を

及ぼす事業にEIA/RIMAを義務づけている。また同州ではEIA/RIMAに関する公聴会開催

が義務づけられている。 

10) トカンチンス州森林政策 

 州法771（95/07/07）は「森林その他の植生は州民の共通利益に係る財産であり、所

有権は法の範囲内で行使される」旨述べており、連邦森林法を準用している。その他永

久保護地、法定保留林、保全地区、原生林の伐採、植林等について規定している。 

 

(5) 進行中の計画 

 SEPLAN担当者によればトカンチンス州政府が環境関連で推進中の計画は下記のような

ものがあげられる。 

1) 州環境法の整備（コンサルタントの選定段階） 

  州の環境法を開発の新段階に即したものとするための整備計画。 
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2) 州水資源計画（計画策定／実施のための資金調達検討段階） 

  各ミクロ水系のポテンシャルの確認と水資源の利用計画策定。 

3) エコツーリズム計画（策定段階） 

 州内各地のポテンシャル、マーケット等の調査。PPG-７資金によりカントン地区では

調査を実施中。 

4) 森林政策策定計画（計画段階） 

 植林及び林業に関する調査の基づき、指針策定。 

5) 環境モニタリング計画（実施中） 

 国家環境モニタリング（PNMA-Ⅱ）の州レベルへの適用。 

 

４－６－２ 環境に関する上位計画 

(1) 国家多年度計画（PPA） 

 2000～2003年を対象とした国家多年度計画が国会審議中であるが、安定成長、持続的発

展、貧困問題の解決、民主主義と人権擁護の確立、地域間格差の解消及び少数被差別民の

人権擁護を基本戦略とし、前回多年度計画に比べ社会開発面への配慮を強めた計画になる

といわれる。環境に関しては、自然資源の適正利用を富の創造と環境保全の基本として位

置づけ、広大な国土と環境及び社会経済的多様性の故に州をはじめとする自治体及び民間

部門の参画の必要性を強調し、連邦の役割については、一般環境規定の策定、全国規模の

行動計画の調整、民間部門の環境管理・植林事業の振興、環境保護地域の管理改善、環境

管理業務の州への移行と投資事業の環境対策に関する質的向上、及び水文・水域の総合管

理の推進をあげている。 

 

(2) 国家環境政策 

 1981年制定の法9.938により国家環境政策が規定されている。同政策では、環境と両立

した開発、環境優先地区の指定、環境基準と自然資源利用に関する規定の策定、自然資源

利用技術の開発、環境管理技術・情報の普及と環境保全意識の向上、環境資源の保全・復

元、環境的損害への復元・補償義務等の確立を目的とした基本的姿勢が示されている。環

境省（MMA）の担当者によれば、制定後18年を経ているが、この国家環境政策は現在でも

環境に係る基本政策として機能している。 

 

(3) 熱帯雨林保全パイロット・プログラム（PPG-７） 

 世界銀行とブラジル政府が中心になり Ｇ ７各国が参加する大規模な環境保全プログラム

で、ブラジル政府の取り組みを支援する「構造プログラム」とNGOや地域コミュニティの
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環境保全努力を支援する「デモンストレーション・プログラム」に大別され、「構造プロ

グラム」には13の環境保全コア・プロジェクトが含まれる。うち生態・経済ゾーニング、

環境モニタリング、環境コントロール、自然資源の持続的利用促進、環境機関強化の５コ

ア・プロジェクトを含むのが自然資源政策サブ・プログラム（SPRN）で、トカンチンス州

の場合、このサブ・プログラムのもとに、環境総合管理プロジェクト（PGAI）が1997年か

ら実施されている。PGAIの州内優先地域として、ビコ・ド・パパガイオ、バナナル、南東

地区（ジャラポン）の３地区が選ばれ、ビコ・ド・パパガイオ地区で最初に実施に移されて

いる。 

 特に注目すべき生態・経済ゾーニング・プロジェクトにおいて、国立宇宙研究院（INPE）

の衛星データ他を基に25万分の１スケールの行政区分、気候、降水量、土壌、水文、土地

利用・被覆、土地利用ポテンシャルの各テーマ図が完成しており、その他地質、地形、対

侵食性等のテーマ図が2000年５月までに完成予定である。対象地は従来の行政区分の極北

部全域、北部（東南側４郡－ババスランディア郡、フィラデルフィア郡、ノヴァ・オリン

ダ郡、パウメイランテ郡－を除く）に北西部２郡（パウ・ダルコ郡、アラグアナン郡）を

加えた36郡、約33,500km2で、ほぼ今回の対象地と一致しており、不足している４郡のデ

ータをINPEより入手すれば、対象地に完全に一致した範囲のテーマ図作成は容易である。

このゾーニングデータは州の開発計画立案の基礎ツールであり、1999年完成の250万分の

１スケールのゾーニング図「アトラス・ド・トカンチンス」とともに、計画策定にあたっ

て基礎データとして活用し、州政府の開発戦略との整合性を図るべきである。 

 

(4) トカンチンス州多年度計画 

 トカンチンス州政府作成の2000～2003年多年度計画は、22のマクロ目標の１項目に環境

持続性の推進をあげ、開発と一体化した環境保全をもって環境の持続性を保証し、自然資

源の最大利用による開発を進める方向で下記指針に基づく行動計画を掲げている。 

・自然資源保全政策の策定 

・州環境法規の整備 

・環境コントロールシステムの強化 

・開発方向と地域的潜在力との整合性を図るため環境と地域性の秩序を確立 

・保全地区の指定と管理体制の確立 

・合理的で多様な利用のための水資源管理の実施 

・環境情報の普及 

・生物多様性の保全と持続的利用をめざした官・民・国際社会の協調 
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 (5) 極北部地区・北部地区の「地域開発の根拠と指針」 

 1996年に州企画環境局により州内10地域に関して作成された「地域開発の根拠と指針」

には各地域別の開発指針に続いて開発プログラムが掲載されているが、極北部及び北部開

発計画では、いずれも自然資源の確認プログラムを第１番目に置き、そのなかで地域の自

立的開発を目的とした環境、エコシステム及び生物多様性の保全を目標課題にあげている。

自然資源の確認プログラムの優先プロジェクトは、土地登録台帳の作成と生態・経済ゾー

ニング作成である。開発プログラムでは、続いてエコツーリズムの振興、食糧生産、工業

化、経済インフラ整備、人材育成等があげられているが、自然資源・環境関連への取組み

が優先課題として取り上げられていることが明確である。 

 

４－６－３ 環境保全のための問題点と保全方向 

トカンチンス州における環境問題は下記のように要約できる。 

・原生林の放牧地・農地への転換による森林消失 

・野焼きによる土壌劣化、土壌侵食、大気汚染等環境悪化と山火事及び森林消失 

・粗放的放牧の継続による牧草地の土壌劣化、土壌侵食 

・農薬使用、農産加工業等による水質汚染 

このような環境問題の発生要因として下記のような点があげられる。 

・森林消失に関し長期的・体系的な対策が不足している 

・環境関連法規の遵守のための監視、法の適用が不十分である 

・監督機関が連邦／州の二重構造になっており、責任分担が不明確である 

・人材・予算の不足から監督、モニタリングが十分実施されていない 

・持続的営農への転換意欲と営農法の研究・開発・普及及び特に中小農民を対象とした転換

のため金融支援制度が不十分である 

・環境意識向上・環境教育が不十分である 

 

(1) 州内の環境面からみた問題点 

1) 森林の消失 

 ブラジル宇宙研究院（INPE）のデータによれば、1996年８月までに消失したアマゾン

の森林面積は、51万7,000km2でその70％が最近20年の間に起こっている。1970年代以降、

急速な農業開発と牧場造成が行われた結果である。トカンチンス州でも同様に70年代か

らの急速な開発の結果、原生林は激減し、1996年までに25,483km2の森林が消失してい

る。1978年以降の消失がほとんどで、なかでも1979～1988年の間だけで今回調査対象で

ある極北部・北部の合計面積の約50％に相当する18,400km2が消失しており、この時期



の乱開発が反映されている。 

 

表４－６－２ 法定マアゾン各州における森林消失面積（各年までの累積、km2） 

 1978 1988 1889 1990 1991 1992 1994 1995 1996 

アクレ 2,500 8,900 9,800 10,300 10,700 11,100 12,064 13,306 13,742 

アマパ 200 800 1,000 1,300 1,700 1,736 1,736 1,782 1,782 

アマゾナス 1,700 19,700 21,700 22,200 23,200 23,999 24,739 26,629 27,434 

マラニョン 63,900 90,800 92,300 93,400 94,100 95,235 95,979 97,761 99,338 

マットグロッソ 20,000 71,500 79,600 83,600 86,500 91,174 103,614 112,150 119,141 

パラ 56,400 131,500 139,300 144,200 148,000 151,787 160,355 169,007 176,138 

ロンドニア 4,200 30,000 31,800 33,500 34,600 36,865 42,055 46,152 48,648 

ロライマ 100 2,700 3,600 3,800 4,200 4,481 4,961 5,124 5,361 

トカンチンス 3,200 21,600 22,300 22,900 23,400 23,809 24,475 25,142 25,483 

計 152,200 377,500 401,400 415,200 426,400 440,186 469,978 497,055 517,069 

出所：INPE 

 

 1999年度版のトカンチンス州企画環境局（SEPLAN）制作のゾーニング図によれば、

同州の森林残存面積は36,500km2で州面積の13.1％にすぎない。法定保留林に関する現

行法規（臨時措置法1.736－34；セラード地帯で最低20％、森林地帯で最低80％）から

単純計算すれば、州内森林面積は最低76,000km2なければならない計算となり、現実と

法則の間の差異が極めて大きいことが分かる。 

 森林法によれば一定面積以上の伐採は森林伐採計画の作成と、IBAMAの許可が必要で

ある。これまでに州内で提出された計画数は約20件で、IBAMAは計画の提出があった案

件（伐採面積の20％に相当）については内容を把握しているが、それ以外の伐採は、十

分把握が出来ていない状態である。残存森林に関し、関連機関が共有できるデータバン

クの整備と体系的なモニタリング及び監督の実施が望まれる。 

2) 野焼き 

 現在トカンチンス州の環境を考えるうえで重要な問題は、野焼きの制御である。トカ

ンチンス州では一般に６月～10月にかけて、伐採地、飼料用として価値の低い伸びた牧

草、収穫後の作物の清掃のための最も安易な手段として、野焼きが広く行われている。

INPE情報では、トカンチンス州は1990年代で、おおむね野焼きの多い上位３州に含まれ

ている。 
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表４－６－３ アマゾン域内の主要州における野焼きによる熱源感知件数 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

アクレ 708 529 191 435 248 96 20 

アマゾナス 783 1,265 871 2,038 3,770 593 91 

マラニョン 70,410 56,814 16,635 14,190 2,983 11,846 2,103 

パラ 14,495 43,103 27,718 15,507 12,180 11,814 7,977 

ロンドニア 6,058 17,878 4,997 7,529 5,651 7,252 1,211 

トカンチンス 73,029 80,913 28,210 18,338 10,528 15,809 4,318 

出所：INPE 

 

 野焼きは一時的に植生の地上部分の無機養分（Ca､ K､ Mg）を表土に集中させるが、こ

れら４カ月後には元の組成に戻るとされている。さらに野焼きは土地の自然回復機能を

妨げ、植生の天然更新を困難とし、緑地の減少に繋がっている。小農は自家消費用作物

の栽培において、野焼き後の作物は病虫害等が少なく除草の手間が省けることを経験的

に知っているが、長期的には土壌劣化・土壌侵食を招くため、別の土地に移らざるを得

ず、休耕地増加の原因となっている。その他直接的には視界悪化による交通障害、住民

の健康への影響の他、間接的には地球温暖化の原因となっている。 

 法に従い、許可を取った制御された野焼きは合法であるが、問題となるのは制御され

ない野焼きである。野焼き許可はIBAMA支局で有料で審査の上交付されるが、州全体で

地方事務所は７カ所しかなく、極北部ではアラグアチンス市、北部ではアラグアイナ市

のみである。したがって支局から遠距離の農家は、時間・手間・料金の関係から許可を

取ることは極めて稀である。法定保留林の規定を逃れるために、意図的に延焼を誘発す

る悪質な例もみられる。 

 最も重要かつ効果的な対策は、生産者の環境意識を向上させ、自発的に野焼きに代わ

る農地維持を推進させることであるとされているが、意識向上のためには環境教育及び

環境への配慮に関する情報の普及、牧草維持の技術普及、防火帯等制御行為へのインセ

ンティブ供与等公共部門、地域コミュニティ、NGOの取り組みが必要である。 

 今年はじめのロライマ州で発生した大規模な山火事以来、IBAMAの創設した野焼き・

山火事防止コントロールプログラム（PROARCO）では、国立宇宙研究院（INPE）の衛

星情報から熱源モニタリングを強化し、NATARATINSでも野焼き対策・通常プロジェク

ト（SOS Qeimada）、山火事自衛団の設置等対策を講じているが、データに基づいたより

体系的・長期的な予防体制が必要とされている。 

 アマゾニア銀行（BASA）等金融機関では農業融資契約に、野焼きの禁止事項を盛り込
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んでおり、環境への配慮を見せているが、融資へのアクセスに乏しい小農には今のとこ

ろ効果が薄い。 

3) 牧草地の土壌劣化、土壌侵食 

 対象地域は粗放的牧畜が主流で、土地の有効利用がなされず、野焼き等最も安易な牧

草維持の手段が継続的に行われた結果土壌劣化を招き、その結果更に粗放的牧畜業に従

事するといった悪循環が進行している状況にある。土壌侵食の結果河床への土壌堆積が

進行し用水の不足を引き起こしている地区もみられる。また農地税（ITR）の控除を目

的とし見掛け上の生産地とするための放牧、アマゾン地域への投資恩典を得るためだけ

の投資による粗放的経営、農地改革の対象とされるのを逃れるためだけの放牧等、本来

の生産を目的としない土地利用のケースもあり、荒廃が進んでいる土地が散見され、農

家により持続的営農への改善意欲に大きな差異がみられる。 

4) 水質汚染 

 トカンチンス州では、工業による水質汚染は、工業部門の地域総生産（GRP）に対す

る割合が極めて小さい（４％）ことからも判断できるように、今のところ深刻化してい

ないが、将来アラグアイナ市などの農産加工を中心とした工業化については、輸送イン

フラの整備や輸出加工基地の稼働により加速されることが予想され、モニタリング強化

と対策の策定が必要である。また営農法の集約化に伴う農薬使用量の増加による残存農

薬の増加と水質汚染、及び牧畜の集約化に伴う家畜排泄物による水質汚染では、河川へ

の流入と井戸水への混入に関する調査、緩和策が必要とされる。農牧開発とは直接関係

しないが、都市への人口流入による下水処理、ゴミ処理問題の深刻化が予想され、総合

的環境対策が必要とされる。なお現在NATURATINSでは極北部・北部で計18カ所につき、

２カ月ごとに水質モニタリング、分析を行っている。 

 

(2) 持続的開発のための環境保全の方向性 

1) 生産面における環境保全の促進 

 本格調査では、粗放的営農方式やモノカルチャーなど長期的に見て環境面に負の影響

を及ぼしうる営農法を避け、牧畜、穀物、野菜、永年作物、林業等を組合せた資源循環

型の持続的生産方式を提案してゆくことが必要である。策定される提案は、生産、流通、

加工、販売までの総合システムのなかで、上位計画との整合性、地域特性、技術、生産

者の意向、共同生産システム等を考慮した実現可能性の高いものでなければならない。

空間的には、開発後放置され荒廃地化した部分、あるいは非効率的に利用されている部

分の効率的、持続的な利用を優先課題とし、現存森林に関しては確実に保全・更新しつ

つ在来種を中心とした造林を推進して森林資源として積極的に活用する方向で計画を



策定してゆくことが急務である。 

 環境への負荷を最小限にする飼養管理、栽培管理、土壌管理が農牧開発上の基本的方

向として提案され、実証プラント等の形態で普及が試されて、持続的営農方式への転換

意欲が喚起され、輸送・流通インフラ、制度金融が整備されて、民間部門の投資意欲を

高めてゆく方向が生産面における健全な方向である。 

2) 法定保留林の活用 

 暫定措置法1511号にみられるように、法定アマゾンの森林地帯の皆伐限度が80％に引

き上げられた政策的意図は、単なる規制強化にとどまらず、同地方の生産基盤を、皆伐

された20％の土地を利用した牧畜・農業から、残された80％の保留林の持続可能な利用

に求める方向へ、政策転換を行ったものと解釈できる。 

 このような背景から、トカンチンス州でも法定保留林を活用したアグロフォレストリ

ーが関心を呼んでいる。特に家族農業において現金収入源となる果実、薬用樹脂・樹皮

等の採取及び簡単な加工の他、養蜂も北部・極北部地域で実際に行われており、経験、

及び伝統的な技術は保有していると考えられる。また法定保留林の皆伐は禁じられてい

るが持続的な択伐は可能であり、有用樹種の択伐は現金収入源となる。問題は、製品の

需給予測・販売計画を含む企業的戦略がなく、製品の販路が確保されていないこと、及

び植林を含む場合は極めて投資の回収が遅い事業であることから、特別の融資制度なし

には小規模農家の場合実質上不可能である点等いわれる。したがって、対象地域におけ

るアグロフォレストリーを含む実現性のある森林利用の提案が、環境保全と両立する開

発計画の中で重要な課題となる。 

 環境面からなれば、例えば小農の共同生産システムが、法定保留林の連続的な設定ま

たは共有保留林につながり、個別の小規模保留林では不可能な小エコシステムを形成さ

るような配慮が開発計画に盛り込まれることが肝要である。 

3) 環境関連情報の整備 

 担当機関に環境や自然資源に関する基本的情報が不足している分野がある一方、資金

源の確保された計画（PPG-７等）では最新技術を駆使した情報整備が進められている。

環境省・IBAMAにより、全国規模で整備されつつある環境データを活用し、PPG-７等の

データを統合させた環境データバンクを州として整備し、関連分野で共有し有効利用で

きる体制の確立が急務である。 

4) 環境管轄機関の整備と強化 

 環境に関する実施機関は、連邦レベルではIBAMAトカンチンス支局、州レベルでは

NATURATINS（トカンチンス州自然院）であり、補完関係を保っているとのことだが、

責任の分担が明確でないようである。現地での聞き取り調査によれば連邦環境関連機関
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の再編が計画中とのことであるが、詳細は不明である。環境に影響する事業への許可業

務の場合は、州内プロジェクトはNATURATINS、他州にまたがる場合はIBAMAと明確で

あるが、監視業務、森林管理業務等重複している部分も多く、双方で人材／機材の不足

を訴えている現状からみて、より明確な役割分担または業務別の一元化が望ましい。さ

らに関連業務の郡機関への移行による効率化と地域密着化が望まれる方向といえる。 

5) 環境関連法規の遵守 

 森林消失に関しまず現存森林の確実な保全が急務である。トカンチンス州の環境上最

大の問題となっている森林消失、野焼き等に関しては、関係法規の整備とともに遵守の

徹底が実行されなければ実質的効果は上がらない。森林管理計画に基づいて提出された

伐採許可についてはともかく、無許可の伐採については状況が把握されておらず、した

がってコントロールできないのが実情のようである。既伐採地を購入した場合は、法に

従い法の定める比率に達するまで毎年植林する義務が生じるとのことであるが、これは

全く無視されているのが現状である。野焼きについても、IBAMAの許可のもとに実施さ

れた「制御された野焼き」は、例外的存在であるといわれる。環境法規の遵守のために

は、監視と環境教育を一体化させた巡回監視コントロール総合システム常設の実現と、

データベースに基づいた体系的モニタリングシステムの早期確立が必要であり、本格調

査においては監視、モニタリング体制の現状に関する詳細を把握し、効率化のための方

策が提言されるべきである。 

6) 社会・環境的配慮 

 対象地域のなかでも極北部は貧困度が高く社会インフラの整備も遅れており、PGAI

資料によれば、既入植地70カ所、実施中20カ所のほかに土地なし農民数8,000家族（1997

年データ）を数え、入植及び占拠の環境へのインパクトに十分留意する必要がある。ま

た、伐採された荒廃地にババス椰子の二次林が広がっており、ババス椰子の持続的採取

により生計を立てている家族が1,000家族を越すといわれる。過去に無秩序な伐採や入

植が有り、1970年代1980年代に土地問題が多発した経緯もあり、この地域の開発計画策

定にあたっては、入植者及び採取生活者の計画への取り組み方について、州政府及び住

民の意向を十分踏まえた社会的・環境的配慮が特に必要な地域である。 

7) 環境教育の推進 

 州政府は、国家環境教育プログラム（PNEA）の州レベルの計画と位置づけられる環

境教育プログラムの資金面の検討を進めており、NATURATINSを中心に、学校教育の現

場及び市民団体を通じ環境教育を実施している。また環境週間（６月）、樹木週間（３

月）、動物週間（10月）等のキャンペーンを通じ、環境意識の向上に努めている。この

ような地道な活動を継続・強化しつつ、生産者向けの環境教育に置いては、環境的な配
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慮が単なる制約要因ではなく、長期的に視野に立てば持続的生産を可能にするための唯

一の手段であるという意識を植え付けるとともに、開発計画の立案段階で住民の環境保

全に関する意向を反映させ、参加意識を育成してゆくことが肝要である。 

 

４－６－４ 現地スクリーニング及びスコーピング 

  現地スクリーニング用 チェックリスト（その１） 

1) プロジェクト名、トカンチンス州北部地域農牧開発計画調査 

2) 対象国：ブラジル 

3) 対象国の開発行為によるIEEまたはEIAの実施条件 

 

開発行為 開発形態 IEEの実施条件 EIAの実施条件 

新 規 なし     ha以上 1,000     ha以上 
灌 漑 

改 修 なし     ha以上 1,000     ha以上 

排 水 新 規 なし     ha以上 1,000     ha以上 

農地造成 新 規 なし     ha以上 1,000     ha以上 

干 拓 新 規 なし     ha以上 1,000     ha以上 

圃場整備 新 規 なし     ha以上 1,000     ha以上 

入 植 新 規 なし    世帯以上 なし    世帯以上 

新 規 
（貯水面 ha）（貯水容量 m3） 
なし      なし 

（貯水面 ha）（貯水容量 m3） 
なし      なし 

ダム築造 

改 修 
（貯水面 ha）（貯水容量 m3） 
なし      なし 

（貯水面 ha）（貯水容量 m3） 
なし      なし 

営農転換 新 規 作物       なし 作物       なし 

そ の 他    

備考：Ａ）本格調査のなかでプロジェクトが具体化されるので、開発規模は現時点では不明。 

   Ｂ）かんがい、排水等開発行為別規定でなく農業開発として1,000ha以上はEIA必要。 

   Ｃ）IEEとEIAの区別はない。 

   Ｄ）入植世帯数、ダム貯水面、貯水容量についての規定はない。 

   Ｅ）環境的に重要とされる地区では1,000ha以下でもEIA実施。 

 

4) 特殊な地域指定の有無とプロジェクトの関係 

 プロジェクト地区内 プロジェクト地区外（周辺影響地区） 

ワシントン条約該当動植物 有（ ）・無（ ）・不明（×） 有（ ）・無（ ）・不明（×） 

ラムサール条約該当湿地 有（ ）・無（×）・不明（ ） 有（ ）・無（×）・不明（ ） 

国立公園・自然保護地域等 有（ ）・無（×）・不明（ ） 有（ ）・無（×）・不明（ ） 

その他（インディオ保護区） 有（×）・無（ ）・不明（ ） 有（×）・無（ ）・不明（ ） 

 備考） 潜在的保全地区はあるが、今のところ具体的規制はなし。 
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第５章　本格調査の実施上の留意点

５－１　事前調査結果の総括

　開発調査の計画方針は「トカンチンス州北部地区において、中小農民を対象とした、持続的

農業牧畜（牧畜業、野菜栽培、穀物栽培、永年栽培を組み合わせる）計画とする」ことでブラ

ジル国側と意見の一致をみた。

　その農牧開発のキーワードは、次のような言葉であろう：住民参加型開発、生態系順応型、

農業・牧畜一体的、地域資源循環型、地域経済循環型、環境保全型持続的農牧開発、資本節約

的労働集約型などの中小農牧開発で現すことができるであろう。

　その対処方針に則した対応結果の概要等は以下のとおりである。

(1) 上位、関連事業計画との関係

地方分権化が進んでおり、このため連邦政府との関係では、 1996～1999年多年度計画

及び国会審議中の2000～2003年の多年度投資計画である。ここに掲載されているトカン

チンス州関係プロジェクトは、同時にトカンチンス州の多年度投資計画でもある。農牧

開発分野ではJICAが実施し策定したトカンチンス州「農牧開発マスタープラン」である、

ということができる。

(2) 調査範囲

開発調査計画の調査対象地域の範囲の北部地区とは、トカンチンス州地域区分図

（Regional Division Map）の極北部地区（Extreme North Area Program:Parrot's Beak：

1.59km2）及び北部地区（North Area Program：2.1km2）の地域である（資料３．Ｍ／

ＭのResults of Discussionsの１．参照）。

　北部地域の社会経済活動とその基盤となっている農牧業は、アラグアイナ郡を中心と

してすべての極北部地区及び一部の隣接州（パラ州、マラニョン州など）の町を含む半

径やく200Kmを圏域として開発が行われている。アラグアイナは、特に当該地域の農牧

業の生産・流通・加工の拠点となっている。

(3) 地形図及びリモートセンシング

1996年に前年度の多年度計画（1996～1999年）の際作成した「地域開発の現状と方向」

において計画されていた「生態・環境ゾーニング」は世界銀行とEMBRAPAの協力によ

り実施され、また、植生や土壌分類図が調査が行われている。可能な限りこれらの成果

及び既製GIS技術を本格調査で活用することが必要である。



 (4) 調査実施体制 

   農牧局が実施機関であるが、企画環境局が全般的な調整を行う。 

 

(5) 事業化 

開発予算については、トカンチンス州側で調達し、その可能性を検討することが重要である。 

 

(6) 環境／NGO 

トカンチンス州側は、開発と環境との調和及び先住民の保護保全には、相当な注意を払

っているとうかがえる。しかし、新たな地域で行われる農牧開発計画が多年度計画等みら

れることことから、農牧開発計画の策定に際しては、環境等の保全保護地域の特定や開発

のあり方はトカンチンス州のイニシアティブをもって行って実施させる必要がある。 

 

(7) 受益者の特定 

1) 中小農牧民を対象とする農牧開発計画であることは、知事をはじめ、企画環境局長及び

農牧局長との意見の一致をみている（Ｍ／Ｍ参照）。このため北部地区に経済を依存して

いるより貧困の極北部地区を含めることの必要性と強い要請があった。 

2) 農牧開発の情報整備と農牧開発計画の策定 

－中小農牧民と農産物生産流通の実態調査の必要性－ 

トカンチンス州は先のJICAの支援による農牧開発マスタープラン、世界銀行やEMBRAPA

の協力による生態・経済ゾーニングの作成などにより、しばらくトカンチンス州の農牧開

発の実態や開発に必要な統計情報が大要が整備されてきた、としている。 

 トカンチンス州は来る北部地区農牧開発計画の策定において、さらに具体的かつ実践的

な農牧開発計画策定に必要な情報整備の手法やその開発調査策定の実践を通じ学ぶこと

を強く希望している。 

 事前調査で視察したトマト等の加工施設や淡水魚養殖池はその建設にあたって需要予

測調査や原料生産調達計画などは行っていないのが実態であった。 

 本格調査において、調査対象地域の中小農牧民の経営・営農実態や農牧開発の潜在能力

（組織化の可能性を含む）を調査、及び主要都市における農産物生産・加工・流通の実態

調査（農業関連企業を含む）が不可欠である。 

3) 住民参加型開発計画の策定の必要性 

 農牧開発計画は実行性のあるものでなければならない。開発地域の中小農民（住民）の

開発計画の参画及び意向を反映した、インセンティブのある計画でなければならない。こ

のことは明確な開発目標設定と中小農民が自らあるいは組織化し開発目標へのリスクを
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負って参加する計画の策定にある。一般に経済的インセンティブは普遍的なものである、

といわれる。 

 したがって、農牧開発計画の策定には、開発地域住民の開発意向の把握や参加が不可欠

である。また、開発に対する官と民の役割分担と協力活動内容が明確かつ具体的でなけれ

ばならない。これらのことはトカンチンス州側が主体となって行うべきことである。 

4) 土地無し農民及び不在地主農牧地の取り扱いについて 

① 土地無し農民に対しては、政府（INCRA等）が鋭意対策を講じている。北部地域農牧

開発計画においては、地域によってはその定住地域の農牧民との連携の可能性は考えら

れるが、基本的には中小自作農牧民を基本とすべきである。 

② 不在地主の農牧地は、往々にしてその牧草地管理のみならず組織的な農牧開発には課

題が多い。不在地主の農牧地の活用や連携の可能性を検討が必要である。 

 

(8) 農業基盤、農業・営農、並びに畜産 

極北部地区及び北部地区は、畜産が経済活動の生産部門の支柱となっているが、その生産

基盤はごく一部の牧場を除いて粗放的牧畜あるいは自然放牧である。このため放牧地の牧養

力の低下や劣化による生産力の減少を面積の拡大で補完することが環境保全保護の面から

も大きな課題となっている。このため近年、草地改良に加え、ダイズ等の穀物栽培との輪作、

農牧輪換の導入普及の有効性が指摘されている。一方、同地域の農業（耕種農業）はこれま

で道路網等交通輸送インフラの未整備等から、域内外の市場から隔離され地理的立地的優位

性を享受が困難で税収寄与率が１％前後にみられるように自給的食料生産に留まっている。

近年、同地域は道路等交通輸送インフラの整備を強力推進していることから、域内外市場の

みならずプロデセールⅢ期にみられるように海外市場をも視野に入れた農産物の生産が可

能となってきている。 

 中小農民は、特に小農は資本力が小さく、家族労働力等が最大の資本でありかつ同地域は

労働力が豊富であることから、資本節約的労働集約的な農牧開発が基本である。生産性の低

下したあるいは生産性の低い放牧地に自然条件に適合した資本節約的な生産性の高い耕種

農業の導入普及は農業の多様化による新たな雇用創出とその生産物の家畜飼養との有機的

連携を図る地域農牧資源循環型の生産性の高い持続的農牧開発を可能とすることが期待で

きる。また、中小農民は自らの市場開発能力は小さいことから、自ら組織化することあるい

は当該農業関連企業とのパートナーシップ契約等による生産物販売流通経路の確保が不可

欠である。 
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 (9) 技術協力・専門家派遣

　極北部地区及び北部地区は、これまで粗放的放牧による畜産であったが、今後の畜産振興

にとっても、耕種農業の導入・普及如何にかかわっている。耕種農業の導入普及と畜産との

農牧輪換等の有機的連携による畜産振興の技術支援サービスは今後の課題である。このため、

ＪＩＣＡの技術協力に大きな期待を寄せている。特に、中小農牧民の経営・営農に直接裨益

する環境保全型持続的農牧開発の普及技術の実証試験及び技術者の育成に協力が得られるこ

とを期待している。

　農牧開発の推進には、技術開発あるいは技術支援サービスの拡充強化と拠点の整備ととも

に、中小農民の生産者グループ等の結成による営農技術などの技術向上が不可欠である。

５－２　本格調査の考え方

５－２－１　調査実施の妥当性

　トカンチンス州はゴイアス州から独立（1988年10月５日）してからほぼ10年が経過したが、

これまでブラジル国の中央に位置しながら道路交通網の未整備等から他の地域と隔絶した最貧

州の状態に置かれている。「ブラジル国は地方分権化が急速に進展している。トカンチンス州は

ブラジル国内での地域格差の是正を図るべく、連邦政府のみならず関係各国並びに国際機関の

協力を得つつ、その自然環境条件を活かした農牧業を社会経済開発の基盤に据えている。その

開発はトカンチンス州の地理的立地条件を活かした北部地方を拠点とする交通輸送システムの

開発整備とともにあるとし、その推進に鋭意努力している。

　また、トカンチンス州の畜産及び農業は同州の社会経済開発の基盤であるとともに、世界の

食料生産基地としての潜在能力を有するものみられている。一方、トカンチンス州は、特に北

部地方は地球の肺として最も環境保護保全の必要なアマゾン法定地域内にあることから、生態・

経済ゾーニングに代表される環境との調和を図る開発基準等の整備を急いでいる。

　トカンチンス州、特に北部地方の農業及び牧畜の真の開発を支える中小農民を核とする農牧

開発計画の策定は、交通輸送システムの開発整備の進展に伴い、秩序ある同地域の社会経済基

盤である農牧開発指針として不可欠であり、かつ同地域の環境保全保護、地域格差の是正及び

中小農民の貧困対策に大きく寄与するのみならず世界の食料問題の解決にも寄与することが期

待される。

５－２－２　調査の範囲及び方法

(1) 調査の範囲

　開発調査の範囲は、北部地域であるが、ここでいう北部地区とはトカンチンス州の北部

地方（the Northern Region）をいう。すなわち、北部地方は25郡から構成されている極北
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部地区（the Extreme North Program Area,“Bico do Papagaio” :1.59万Km2）及び13郡

（municipal）から構成されている北部地区（the North Program Area:2.1万Km2）をいう。

また、開発計画調査対象の中小農民とは、原則的に10～1,000ｈａ規模の土地所有の農民と

する。土地無し農民及び大規模農民（1,000ｈａ以上）は基本的には対象外するが、農産物

の生産・流通・加工の連携など条件によっては連携を考慮する。

　極北部地区は現在道路交通網が未発達であるが、広大な農牧開発適地があるが、土地無

し農民が多い。人口密度も高く、豊富な労働力がある。適切な採取的農業を含む農牧開発

計画の策定を通じて小・中農家の生活水準向上の潜在的能力を開発する必要がある。

　北部地区の社会経済活動とその基盤となっている農牧業は、アラグアイナを中心として

全北部地方や一部の隣接州（パラ州、マラニョン州など）の町を含む半径約200Kmを経済

圏域として開発が進んでいる。アラグアイナは、特に北部地方の農牧業の生産・流通・加

工の拠点となっている。国道153号線とアラグアイナ川の間には広大な農牧開発適地が広が

っている。同地域は極北部地区に比較して比較的資本力のある大規模農民が多く存在する。

道路交通条件も良く、将来の農牧業の一大産地としての条件を備えている。

　開発計画の策定には、中小農民の実態調査及び開発意向調査、域内の農産物の流通調査、

また、少なくとも短中期の農産物の需要予測調査は重要である。
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 (2) 調査の方法

1)　統計・情報整備の現状

　トカンチンス州及びそれを構成している地域別あるいは開発分野別の体系的な統

計・情報は、基本的にはブラジル地理統計院（IBGE）が1996年に行ったセンサス及

びトカンチンス州企画環境局（SEPLAN）がこれに州独自の収集情報を加え整理し、

1996年に刊行した地域別の「地域開発の現状とその方向」（FUNDAMENTOS E

DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL）がある。

　SEPLANは、また、これら２つの関係情報を整理した形で、ポルトガル語と英語併

記の「図表で見るトカンチンス州」（TOCANTINS em dados、最新版：1998年３月31

日）を刊行している。現在までのところこれらの３つの刊行資料はトカンチンス州

の地域別及び分野別開発の現状と方向を体系的に把握し理解するする上で重要な資

料である。

　これらの資料は、先の「トカンチンス州農牧総合開発計画調査」における基本的

な統計・情報として活用されている。また、同州の北部地域（the Northern Region）

である、極北部地区（REGIAO EXTREMO-NORTE）及び北部地区（REGIAO NORTE）

の農牧分野の開発情報としてもその主要部分が活用されている。

　このようなことから、これらの統計・情報を基本として北部地域の農牧開発を概観

した。

　SEPLAN及びSAGは、今回の事前調査の際に調査団に対して“最近になって漸くト

カンチンス州の地域別及び分野別の開発の実態が内外の関係機関の協力もあり明ら

かになってきた。しかし、実践的な開発戦略の策定に必要な情報の収集・整理・分

析等は、その開発手法を含め大きな課題として残されている”と述べている。事実、

極北部地域及び北部地域の「地域開発の現状とその方向」の優先プロジェクトの一

つとして土地登録（Land Registration）を掲げ、その利用実態等の調査の必要性をあ

げている。

　特に、農牧開発分野はトカンチンス州の社会経済開発の基盤として位置づけられ

ていることから、トカンチンス州はその開発資源の自然的、社会的、経済的な潜在

能力のみならず外部条件の把握に努めている。ＪＩＣＡの先の「トカンチンス州農

牧総合開発調査」によるこれまでの内外の各種関係情報の体系的な収集・整理・分

析など及びその成果である「トカンチンス州農牧開発マスタープラン」は、同州の

今後の社会経済開発にとって極めて大きな意義をもっている。また、今般の「トカ

ンチンス州北部地域農牧開発調査」は、前回のマスタープランの最優先開発地域で

ある北部地方の実践的な開発戦略の策定とその策定過程における情報の収集・整理・

分析などのその開発手法等の技術協力に大きな期待を寄せている。
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2)  調査方向 

 トカンチンス州は最近、漸く州内の主要開発分野の実態の大要がリモートセンシン

グ技術などの先端技術を用いて生態・経済ゾーニングを完成させるなど資源賦存が把

握されてきたところである。開発地域の住民の開発インセンティブを含む実地検証に

基づく実践的開発計画の策定及びその必要な情報の収集・整理・分析はこれからであ

る。 

 極北部地区及び北部地区のそれぞれの地域や郡内の中小農民の特定及び経営・営農

実態、農牧開発の潜在能力や開発に対するインセンティブなどの情報は未整備である

また、農産物生産・加工・流通の実態の情報も未整備である。したがって、これらの

実態を第１フェーズにおいてトカンチンス州側が主体となって現地調査を通じ情報の

収集整理することが不可欠であるとともに、また、域内で開発が可能な農産物の域内

外の需要予測を改めて見直すことが必要である。また、第２フェーズにおいては、第

１フェーズの特定の地域あるいは分野の中小農民グループを選択して放牧地における

穀物生産による牧畜との有機的組合せを生産から加工・流通まで開発モデルとしてＦ

／Ｓを行うことなどが考えられる。 

 

５－３ 調査実施の留意事項 

５－３－１ 農業 

 開発調査の計画方針は「トカンチンス州北部地区において、中小農民を対象とした、持続的

農業牧畜計画」である。短・中・長期的観点から、特に第１フェーズのマスタープランは連邦

政府、州、郡及びコミュニティの各段階の計画が整合性を持って作成することが肝要である

同地域のこれまでの農業の特性から中小農民の牧畜の生産性の向上はもとより、その開発の

基本は既放牧地における穀物栽培等の適切な耕種農業の導入普及による放牧地の改善（農牧輪

換）及びその生産物による畜産振興、農業の多様化による新たな雇用機会や所得獲得の創出な

ど、である。 

 中小農民の農業は一般的に複合経営が安定した営農形態である。特に中小農民の経営・営

農実態、農牧開発意向と組織化が可能なインセンティブ調査は重要である。 

 同地域は農牧開発による環境への負荷を極力小さくまた中小農牧民の開発投入資源や維持

管理費用は極力低くすることが望ましいことから、可能な限り生態系に準拠した適地適作の

天水農牧開発計画の策定を基本とすることが肝要である。当然のことながら、域内の流通加

工の農業関連企業の実態及び域内外の農産物需要予測調査は同地域の農牧開発の前提条件であ

る。 
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 (1) 第１フェーズ（Ｍ／Ｐ）について

①　実践的かつ実行性のある短期・中期・長期的な農牧開発計画の策定にあること、多年

度計画にある指針、目的及び全般的な戦略、さらに環境保護保全等関連分野の目標と整

合性がなければならないが、同時に、交通輸送システムの開発整備計画の進展などとの

整合性のある、実践的かつ実行可能な開発計画の策定が必要である。

②　域内外の経済循環、国内市場及び海外市場を考慮した計画策定が必要であること、極

北部地区及び北部地区のブラジル国内及び海外市場との地理的立地的条件の優位性と総

合交通輸送システムの開発整備の進展を考慮した農牧開発計画の策定が必要である。

　同地域は国道BR-153（ベレン～トカンチンス（アラグアイナ～パルマス）～ブラジリ

アの縦断に加え、カラジャス鉄道イタキ港、南北鉄道の建設計画、トカンチンス川及び

アラグアイナ川の水上開発計画などがある。これら総合交通・輸送システムの開発整備

の進展と、将来の農業・牧畜の生産・流通の基地となる潜在能力を有している。

③　中小農民の参加型開発を考慮に入れた農牧開発計画の策定が不可欠であること、中小

農牧民の家族労働を基本とする集約的農牧開発を図ること。このため中小農牧民が自ら

組織化するインセンティブを調査すること。

④　環境の保全保護及び先住民の保全保護に十分留意すること、トカンチンス州全体はア

マゾン法定地域に包含されている。また、北部地区はPPG-７の保全保護地域であること

から、環境に配慮した農牧開発計画の策定に最も配慮が必要な地域である。特に、農牧

開発地域の特定は、トカンチンス州等の生態・経済ゾーニング等を十分顧慮する必要が

ある。

⑤　農牧開発地域は、既放牧地及び既耕地の穀物栽培等の導入普及による畜産振興と一体

となった地域資源循環型の再開発を基本にすべきであること。新たな地域での資本集約

型大規模農牧開発の推進は対象外とすること。

⑥　環境保全型持続的農牧開発計画を推進する農牧民の養成訓練計画が重要であること。

⑦　事業化はトカンチンス州側の調達開発資金で行い、域内外の農業関連企業及び流通企

業との有機的連携による中小農牧民の開発を図ること。

⑨　中小農民の経営・営農実態調査及び農牧開発の潜在能力調査（開発のインセンティブ

を含む）を十分行うことが必要がある。主要市場における農産物流通調査を行うことが

不可欠である。また、当該地域の比較優位性のある作目の検討が重要であること。なお、

農産物（トマトなど）の加工施設の建設や淡水魚養殖池の建設などが行われているが、

需要予測調査などは十分な行っていない。

⑩　地域農牧開発資源の循環型及び経済循環型の開発計画の策定が重要であること。

　当該地域の農業は伝統的に牧畜であるが、内外の食料需要の増大、消費構造の高度化
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等への対応をめざした中小農民の農牧開発計画の策定が必要である。 

 生態系の適応型適地適作を基本とした市場戦略的を持った耕種農業の導入、また、牧

畜との有機的連携による一層の畜産及び関連企業の開発ポテンシャルの増強を図る必

要がある。生態・経済ゾーニングに基づく環境に配慮した持続的な農牧開発計画のみな

らず自然保護地域における採取的農業による地域の中小農民の開発の可能性を検討す

る必要がある。 

⑪ 中小農牧民の開発への参加や組織化を図ること。一般的に住民参加を得るには短期的

にも明確かつ可視的な経済的インセンティブのある開発計画の策定が不可欠である。 

 また、中小農牧民は一般的に開発投資力が弱くかつ生産基盤の脆弱性に加え、その生

産物の流通販売能力も脆弱である。このため農牧資源の持続的利用開発のみならずその

生産物の流通販売までの一貫した農牧開発資源循環及び経済循環を考慮した開発計画

の策定が必要である。特に、農牧関連企業との連携による原材料の生産供給契約などに

よる耕種農業と畜産との有機的連携が重要である。 

⑫ 社会教育分野のインフラ整備との連携を考慮すること。農牧普及局（RURALTIN）、ト

カンチンス大学等の拡充強化による基礎教育、専門技術教育・訓練による農業・牧畜開

発の振興を図ること、このため、中小農牧民の経営・営農実態及び開発インセンティブ

調査、及び主要都市の農産物市場流通データの収集は不可欠である。 

 

(2) 第２フェーズ（ Ｆ ／ Ｓ）について 

マスタープランにおける中小農民の実態調査の中から牧畜を行っている一定地域の中

小農民を選定し、穀物生産の導入による農牧輪換、その穀物の販売、穀物及びその副産物

の利用による肉牛肥育、養鶏、養豚など畜産振興の可能性を生産から加工・流通までの開

発モデルとなる Ｆ ／ Ｓが考えられる。すなわち農業及びまたは牧畜の地域開発資源の循環型

及び地域経済循環型の農牧開発モデルの Ｆ ／ Ｓを行う。これによって中小農民の経営・営農

改善モデルの提案を行う。この場合、最低収入は法定最低賃金の月額136レアルが考えら

れる。 

 

５－３－２ 畜産／家畜衛生 

(1) 家畜（調査実施上の留意点） 

本格調査を実施するうえで、牧畜・畜産について次のような点に留意する必要がある。 

1) 既存業務調査票の活用 

 今般の事前調査段階での大きな収穫として、トカンチンス州農務局が悉皆で実施した

農家調査票の存在が判明したことがあげられる。この調査の目的、実施時期、回収率や
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更新状況を確認することはできなかったが、州農務局の各支所が所管地域の営農基礎調

査として全畜産農家を対象に農場面積・位置、飼養畜種、月齢別雌雄別頭数、ワクチン

接種状況、情報手段（テレビ、ラジオ、雑誌）、所属農民団体等を記録しており、直接

調査票を使用するのは困難であるとしても、調査対象農場やモデル的農場のプリセレク

ション等に事前情報として活用することができれば、効率的に本格調査を実施できるも

のと考えられる。 

2) 統計情報の蓄積と分析手法の技術移転 

 統計担当部局が実施している一般的な農業関係の統計においては、頭数や面積の規模

別による統計調査や経営経済に関する調査等がまったく行われておらず、過去の情報も

ほとんどないために動態変化を分析することは不可能に近い。しかし、前述のとおり業

務調査が行われている形跡もあるので、これらの情報を収集し蓄積しておくだけでも極

めて貴重な調査活動となる。また、こうした統計情報について比較的簡単な分析を行っ

て状況判断の基礎とする手法等についてもカウンターパート等に技術習得させるべき

であろう。また、これらの統計情報は開発調査の実施による発展状況を具体的な数値と

してチェックするためにも蓄積と活用が必要である。 

3) 経営コストへの基本的考え方 

 トカンチンス州の牧畜は、日本で営まれている多投資型の集約的畜産とはまったく異

なっており、豊富な土地を利用した放牧中心の肉用牛生産が行われている等、非常に省

投資型である。畜産物販売総額は農場規模からみれば少ないものの、設備投資や機械導

入、土地造成等への支出がほとんどなく、低コストで家畜生産が行われているため、経

営収支はバランスし一部には規模拡大の余力さえ生じているのが実態である。生産方式

だけを見れば、日本と比較して極めて粗放的にみえるが、その改善にあたっては常に経

営コストや収支を念頭に置き、公共機関の負担によるインフラ整備を除き、個別の中小

農場に対しては短期にむやみな多額の資本投資を行うことを奨励するべきではないと

考えられる。技術的な面では、日本国内でも条件不利地において、蹄耕法による草地更

新や集約放牧での草地管理、マクロシードペレットによる牧草種子の追播、小型トレン

チャーを利用した自力の給水配管工事、庭先や畦はんを利用した中小家畜（鶏、羊、山

羊等）の飼養等が行われており、こうした実用技術の活用と普及から開始して次第にス

トックを増やしていく計画を検討・樹立していくべきであろうと考えられる。 

4) 研究機関・普及組織の育成 

 ヒアリングによれば、現状では農民の所属する団体の多くは政治的な色彩が強く、資

金集めや選挙情報の交換等が活動の中心であり、基本的な営農改善を目的とした技術指

導や知識普及を行っている組織はほとんどないとのことである。こうした状況の下では
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中小規模農場に対する開発調査の活動そのものが営農相談や技術普及に相当すること

になる可能性も高い。したがって、既存の試験研究機関や普及関係組織と十分な連携を

とり、北部地域での円滑な調査と持続的な営農技術普及活動を一体的に展開していけば

よいのではないかと考える。 

 

(2) 家畜衛生の調査実施上の問題点 

 本格調査を実施するうえで、家畜衛生関係では次のような点に留意する必要がある。 

1) 家畜防疫組織からの情報の活用 

 家畜伝染病の防疫のための組織は、獣医師等の畜産の専門家から構成されており、疾

病の診断、家畜・畜産物の検査等の活動を通して州内外の畜産情勢を把握することも容

易である。特に、農家段階での家畜飼養状況の把握による生産量の推計や、州境動物検

所での検査実績の把握による家畜・畜産物流通量の推計等については、一定の手法の技

術移転を行えば比較的容易に行えるものと考えられる。本格調査の過程で実現できるか

どうかはわからないが、将来的な地域畜産の情勢を把握するためのシステムとして家畜

防疫組織からの情報の活用をトカンチンス州政府とともに検討していくべきである。 

2) 調査実施者が家畜伝染病を媒介しないための措置 

 今般の開発調査は前回の州全体を対象とした調査に比べて、より具体的で農場現場に

近い活動が展開されるものと予想される。例えば、規模別農場実態の把握やモデル地域

の設定等のため現地踏査を行う場合に、連続して複数の農場や集荷施設等を頻繁に訪問

することが想定される。この場合、必ず事前に当該地域を所管する事業団支所にも連絡

をとり家畜伝染病発生等の問題がないかどうかを確認しておくべきである。また、それ

らしい病畜をみかけたら調査を中断して事業団支所等に通報し、家畜伝染病に罹患して

いないことを確認した方がよい。万一、病気発生農場と判明した場合には自らが家畜伝

染病媒介者とならないよう現地獣医師の指示にしたがって、車両や被服等の消毒等の対

策を行わねばならない。 

 

５－３－３ 社会経済 

(1) 北部地域の開発戦略 

トカンチンス州北部地域の開発にあたって留意すべき点は、農牧業を中心とした開発

を行う際に、自然資源の消耗を最低限に抑制しながらいかにして持続的かつ経済的に自

立可能な計画を実施するかにかかっている。また、経済的効率性を追求するだけではな

く、社会的環境改善をも考慮しながら、バランスのとれた開発を行うことが肝要である

以下は本格調査を実施する際の留意事項を上げるものである。 



1) 土地利用状況 

同地域は、ブラジル北部及びブラジル東北部の近隣諸州から継続的に人口流入を受け

ている地域である。したがって、州内他地域に対して比較的人口圧力が高く、なおかつ

この傾向は将来も変わらない。このため、土地無し農民の処遇についても、INCRAの土

地割当て作業が実態の需要に追いつかず、不法占拠及び自然保護区の無秩序な破壊へと

つながっている。その結果、自然環境保護というよりは、実際に占拠され、生産活動を

開始してしまっている農家に対して、その占拠地域の所有を追認するという形で土地を

割当ててしまうケースもある。こうした土地の割当て政策のなかで、連邦レベル(INCRA)

と州レベルの土地登記の実態が必ずしも連動したものではなく、土地の境界線が曖昧で

あったり、二重の基準が存在したりするようである。同地域の土地利用の詳細資料は入

手されていないが、開発プログラムを具体的に描くには、群別に牧畜生産地、農耕地､

休耕地､遊休地､市街地別の土地利用面積資料と土地利用図が必要であり､今後調査､整

備をする必要がある。また、本格調査を実施するにあたって、土地の登記の問題をより

詳細に調査し、また、近隣諸州からの人口流入圧力の実態と今後の動向を捉えておくこ

とは重要と思われる。 

 

2) 住民の教育レベル 

同地域開発は農牧業を営む様々な農家にとって、定着と持続的な経済的発展を可能

とするものでなければならない。現在、同地域の農家は、中・大農を除いて政府農業

金融へのアクセスも乏しく、牧畜を中心とする中・大農の生産活動は余剰労働人口を

吸収できるような構造を持っていない。また、同地域の人口形成過程からも理解でき

るが、教育レベルの低さも顕著である。文盲率が高いため、小・零細農家は生産効率

を上げるための農業技術指導を吸収する能力が低く、政府金融(PRONAF)へのアクセス

の手段である書類作成もままならない。農業普及公社の小・零細農向けのサポート業

務も同社の予算、人員の制約のもと、満足にサービスが行き渡っていないのが現状で

ある。同地域の教育施設は人口の増加スピードに合わせた拡大、増設がほとんど行わ

れていない状況であり、特に成人の文盲率低下を目的とした活動にも限界がある。こ

ういった環境の中で、主に中・大農を中心とした開発を行うことは、同地域人口の大

部分を占める小・零細農家の地域経済からの締め出しという結果を招き、かえって貧

富の格差を生み出すことになりかねない。実際、州内では非効率かつ生産性の低い農

地を後にして、人口が都市周辺へと流出し、貧民街を形成する傾向もみられる。こう

いった状況を打開し、小・零細農民の教育レベルの向上をはかり、土地への定着を促

進するための社会面からの支援も大切である。 
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3) 農業金融へのアクセス 

現在、連邦レベル、州レベルの様々な農業金融手段が提供されているが、実際に効

率的な融資が行われているとは言い難い。特に小・零細農民を対象とした農業融資に

関しては、上記社会的条件を含め、障害が大きい。したがって、既存の農業金融手段

を見直し、制度を改正、あるいは農業普及公社の能力強化を行うなど、より効率的な

活用の手段を提案していくことも必要である。 

 

4) 流通の隘路 

農牧業の振興を図るにあたって、重要な要素として生産物の円滑な流通の確保がある

通常、営農作物としての農産品は、一定規模の市場に集約され、そこから各地市場へと

流通していくものである。同地域の場合、牧畜を除いて自家消費用の農業生産が中心と

なっており、そのうちわずかな部分が現金収入を得るため、近隣の露天市で販売される

のみである。実際、州内には公設の卸売市場も開設されていないため、州内はもとより、

州外への生産物集散手段が存在していない。このため、市場の需要と供給という経済メ

カニズムから取り残されたところに生産活動が限定されてしまい、一定規模の定期生産

品質の向上、価格競争力への配慮など、外からの生産者に対するインセンティブが低い。

また、市場における情報交換が行われないため、価格変動の概念、納期に対する意識が

乏しく、国内に置いても取り残された存在となっている。こういった流通の隘路を打開

するための具体的な施策を検討する必要がある。 

 

5) 保健・衛生 

 同地域では、北部アラグアイナを除いて総合的な保険・衛生施設及びサービスは貧し

い状況にある。特に極北部では、群ごとに簡単な保健所があるのみで、医師、看護婦が

常駐している施設はほとんど存在しない。実際、保険・衛生の側面からも、人口の増加

に対応するサービスの拡充はできていない。そのため、この地域はマラリア、デング熱

といった伝染病のほか、破傷風や狂犬病の発生率も高い。特に雨期になると河川の氾濫

による衛生状態の悪化に伴ってマラリアが集団発生することが多い。INCRA入植地では

まだ上下水道や基本的な住宅インフラが整っていないところが多く、むき出しの地面に

ババス椰子の葉で屋根を覆った家屋も多く、一家の中でシャガス、回虫、その他の感染

症に罹患している成員が必ずいるなど、懸念材料が多い。本格調査を行う際に、農家の

健康状態を改善する施策をも考慮するとともに、調査担当者が伝染病などに罹患する可

能性も十分に考慮して対策を施すことが重要である。 
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５－３－４ 自然環境 

(1) 環境的問題点の把握 

事前調査において指摘された①森林消失、②野焼き、③土壌劣化･土壌侵食、④水質汚

染の４点に加え、本格調査で提案される開発計画全般に付随する環境面からの問題点を

把握する必要がある。 

 

(2) 環境面からみた農牧開発計画策定 

今後アマゾン地域での開発計画の策定には、現存森林の保全を確実に実行し、森林の

有効活用を開発計画に盛り込んでゆく方向で、実現可能かつ具体的提案が必要となる。

本格調査にあたってはこの分野の専門的知識が、計画策定のうえからも、カウンターパ

ートヘの技術移転の面からも要求される。 

 

(3) 関連計画 

事前調査時点で国会審議中であった国家多年度計画等上位計画との整合性に留意すべ

きである。また州の政策策定のベースとなるゾーニングデータを最大限に活用すること

が極めて重要である。SEPLANゾーニング部の情報では、2000年前半完成をめざして、各

ゾーニングにおける各種作物の適性シミュレーションの実施資金につき世界銀行と交渉

中とのことであるが、本格調査での活用が可能と予想される。またこのような適性シミ

ュレーションと、生産者の意向を重ね合わせ、作物の変換または農地の交換を推進する

計画がペトロリーナ (ペルナンブーコ州)、ジョアゼイロ（バイア州）で進行中との情報

があり、計画策定のうえで参考になると思われる。 

 

(4) 土地利用法的制限地区 

事前調査時点で不明の点（①潜在的保護地区、②トカンチンス／アラグアイナ川合流点

付近の州立公園指定）に関し、州政府の方針を確認する必要がある。 

 

(5) F／ Sモデル分野 

第２フェーズで優先モデル分野（または地域）を選定、開発計画を策定しF／ Sを実施す

るにあたっては、セラード地帯 (20％)、森林地帯（80％）の保留義務に即して、それぞ

れの地帯における採取活動等森林の積極的活用を含む営農形態をモデル分野として選定

することが望ましい。 
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 (6) 現地委託 

 州内には環境関連調査、住民意識調査等の経験を持つ組織があり、本格調査におい

て、必要に応じて委託可能である。開発計画へ中小農を中心とする生産者を組み込み組

織化を図るためには、地域環境や住民意識の把握が不可欠であり、そのためには地域に

精通した組織ヘの委託が効率的である。 

 環境影響評価（EIA/RIMA）につてはSEPLANにEIA/RIMA作成企業の登録データが整備さ

れている。 

 

５－３－５ 農業基盤 

(1) 作物多様化、品質向上、生産性向上、貧困農民の所得向上を図る意味から特に乾期のか

んがいによる、水を使った地域農業の発展の可能性を検討する意義は大きいと考えられる

なかでも検討にあたっては、州の高い優先順位が与えられている極北部地域のサンパイオ

かんがい開発地区については、適地適作・市場実態に適合した作物選定を行ったうえで、

貧困農民に適した経済的で管理を行いやすい最適灌漑方法の提案を行うことが重要である。 

 

(2) 極北部地域のかんがい計画は水田、果樹等を含む計画となっているが、航空機からの視

察では自然が多く残されている地区と考えられた。当該かんがい計画が既存農地を活用し

た計画となっているのか、新たな開発が必要かについて検討が必要。特に水資源省は、州

内灌漑計画のマクロ計画を策定する部局であるためこの水資源計画が内容的に詰まった

ものとなっていないことから、本格調査によりかんがい計画の詳細を検討することが可能

と考えられる。 

 

(3) 現地では水管理の合理化を進めるため水利組合の設立途上にあることから、営農を含め

たかんがい計画策定にあたっては、「土地改良区」の実績のある日本として組織化への支

援が可能と考えられる。 

 

(4) 今回の調査では比較的大規模で優良な地区を視察したと思われる。卓越した流通加工条

件を持つ地域の中で競争力・生産力の低い中小規模の農家が、如何にこうした好条件を活

かせるのか、あるいは好条件を活かせないまでも、生産の組織化、営農技術の向上、灌漑

整備等の整備を行うことにより、いかに本調査が貧困中小農民の自立をサポートできるの

か、検討する必要がある。また調査にあたっては中小農民の定義を明確にする必要がある。 

 

(5) 土壌侵食については事前調査では現地を視察する機会を得なかったが、本格調査ではそ
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現状を把握し必要があれば対策の検討を行う。

(6) 計画策定にあたっては、農家の負担能力を考慮した資金計画並びに環境保全に十分

配慮することが必要である。

(7) なお、道路、水運等の流通のためのインフラの計画・整備は着々と進んでおり、そ

のための施設計画の検討は本調査では行う必要はないと考える。

(8) 参考情報として、M／ Pのあと優先地区について数地区を選定してＦ／ Sを行うが、州

政府は加工施設が集積した地区、かんがい事業を行う予定の地区などとして、アラグ

アイナ、サンパイオ、トカンチノポリス、シャンビオアを希望している。

　実施にあたっては、SEPLANで1/250,000の地形図（着色、デジタル化済み）の入手が

可能であり、Ｍ／Ｐレベルで使用可能と考えられる。
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